
 

○ 総 務 省 令 第 十 七 号  
電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ） の 第 七 条 第 二 号 、 第 百 七 条 第 二 号 、 第 百 八 条 第 一

項 第 一 号 及 び 第 二 項 、 第 百 九 条 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 、 第 百 十 条 第 二 項 、 第 百 十 条 の 三 第 一 項 第

一 号 、 第 百 十 条 の 四 第 五 項 、 第 百 十 条 の 五 第 一 項 、 第 百 十 六 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 第 七 十 九

条 第 一 項 及 び 第 八 十 一 条 並 び に 第 百 七 十 六 条 の 二 並 び に 聴 覚 障 害 者 等 に よ る 電 話 の 利 用 の 円 滑 化 に 関

す る 法 律 （ 令 和 二 年 法 律 第 五 十 三 号 ） 第 三 十 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 等 の 一 部

を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和 七 年 三 月 二 十 五 日  

総 務 大 臣  村 上 誠 一 郎    

   電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

 （ 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ

部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を

含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ）



 

は 、 そ の 標 記 部 分 が 同 一 の も の は 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 そ の 標 記 部

分 が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄

に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。  

 

 



 

改  正  後 改  正  前 

目 次 

［ 第 一 章 略 ］ 

第 二 章 電 気 通 信 事 業 

［ 第 一 節 ～ 第 四 節 略 ］ 

第 五 節 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 支 援 機 関 （ 第 四 十 条 の 二 の 二― 第 四 十 条 の 八 の 五 の 三 ） 

［ 第 六 節 略 ］ 

［ 第 三 章 ～ 第 五 章 略 ］ 

附 則 

目 次 

［ 第 一 章 同 上 ］ 

第 二 章 ［ 同 上 ］ 

［ 第 一 節 ～ 第 四 節 同 上 ］ 

第 五 節 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 支 援 機 関 （ 第 四 十 条 の 三― 第 四 十 条 の 八 の 五 ） 

［ 第 六 節 同 上 ］ 

［ 第 三 章 ～ 第 五 章 同 上 ］ 

附 則 

（ 第 二 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 範 囲 ） （ 第 二 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 範 囲 ） 

第 十 四 条 の 三 法 第 七 条 第 二 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 高 速 度 デ ー タ 伝 送 電 気 通 信 役 務 は 、 次 に 掲 げ

る も の （ 卸 電 気 通 信 役 務 に 該 当 す る も の を 含 む 。 ） で あ つ て 、 そ の 下 り 名 目 速 度 （ 端 末 系 伝 送

路 設 備 か ら 利 用 者 の 電 気 通 信 設 備 へ の 通 信 を 行 う 場 合 に お け る 理 論 上 の 最 大 デ ー タ 伝 送 速 度 を

い う 。 第 四 十 条 の 七 の 二 に お い て 同 じ 。 ） が 毎 秒 三 〇 メ ガ ビ ッ ト 以 上 の も の と す る 。 

［ 一 ～ 三 略 ］ 

［ ２ ～ ６ 略 ］ 

第 十 四 条 の 三 法 第 七 条 第 二 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 高 速 度 デ ー タ 伝 送 電 気 通 信 役 務 は 、 次 に 掲 げ

る も の （ 卸 電 気 通 信 役 務 に 該 当 す る も の を 含 む 。 ） で あ つ て 、 そ の 下 り 名 目 速 度 （ 端 末 系 伝 送

路 設 備 か ら 利 用 者 の 電 気 通 信 設 備 へ の 通 信 を 行 う 場 合 に お け る 理 論 上 の 最 大 デ ー タ 伝 送 速 度 を

い う 。 ） が 毎 秒 三 〇 メ ガ ビ ッ ト 以 上 の も の と す る 。 

［ 一 ～ 三 同 上 ］ 

［ ２ ～ ６ 同 上 ］ 

（ 第 二 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 係 る 単 位 区 域 ご と の 電 気 通 信 回 線 設 備 の 規 模 等 の 報 告 ） （ 第 二 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 に 係 る 単 位 業 務 区 域 ご と の 電 気 通 信 回 線 設 備 の 規 模 等 の 報 告 ） 

第 十 四 条 の 五 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 設 置 し て 第 二 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業

者 は 、 毎 事 業 年 度 経 過 後 五 月 以 内 に 、 当 該 提 供 に 係 る 単 位 区 域 ご と に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 総 務

大 臣 に 報 告 す る も の と す る 。 

 

 

一 当 該 事 業 年 度 末 に お け る 電 気 通 信 回 線 設 備 の 規 模 （ 一 の 単 位 区 域 の 全 世 帯 数 に 占 め る 当 該

単 位 区 域 に 自 ら 設 置 し た 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 用 い て 第 二 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供 を 行 う

こ と が 可 能 な 世 帯 数 の 割 合 と す る 。 以 下 こ の 条 、 第 四 十 条 の 四 の 五 、 第 四 十 条 の 五 の 二 、 第

四 十 条 の 六 の 二 及 び 第 四 十 条 の 八 の 五 並 び に 様 式 第 三 十 八 の 二 の 四 に お い て 同 じ 。 ） が 第 四

十 条 の 六 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 規 模 を 超 え る 場 合 に は 、 そ の 旨 

［ 二 ・ 三 略 ］ 

［ ２ 略 ］ 
第 十 四 条 の 五 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 設 置 し て 第 二 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業

者 は 、 毎 事 業 年 度 経 過 後 三 月 以 内 に 、 当 該 第 二 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 に 係 る 単 位 業 務 区 域 （ 当

該 電 気 通 信 事 業 者 の 第 二 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 に 係 る 業 務 区 域 を 第 四 十 条 の 八 の 二 第 一 項 に 規

定 す る 地 域 の 単 位 に 分 け た 区 域 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） ご と に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 総 務 大 臣 に 報

告 す る も の と す る 。  

一 当 該 事 業 年 度 末 に お け る 電 気 通 信 回 線 設 備 の 規 模 （ 一 の 単 位 業 務 区 域 の 全 世 帯 数 に 占 め る

当 該 単 位 業 務 区 域 に 自 ら 設 置 し た 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 用 い て 第 二 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提

供 を 行 う こ と が 可 能 な 世 帯 数 の 割 合 と す る 。 以 下 こ の 条 、 第 四 十 条 の 四 の 五 、 第 四 十 条 の 五

の 二 、 第 四 十 条 の 六 の 二 及 び 第 四 十 条 の 八 の 五 並 び に 様 式 第 三 十 八 の 二 の 四 に お い て 同

じ 。 ） が 第 四 十 条 の 六 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 規 模 を 超 え る 場 合 に は 、 そ の 旨 

［ 二 ・ 三 同 上 ］ 
［ ２ 同 上 ］  

第 五 節 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 支 援 機 関 第 五 節 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 支 援 機 関 

（ 法 第 百 六 条 の 規 定 に よ る 指 定 の 申 請 ）  

第 四 十 条 の 二 の 二 法 第 百 六 条 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載

し た 申 請 書 を 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

一 名 称 及 び 住 所 

二 支 援 業 務 を 行 お う と す る 事 務 所 の 名 称 及 び 所 在 地 

［ 新 設 ］ 



 

三 支 援 業 務 を 開 始 し よ う と す る 日 

２ 前 項 の 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え な け れ ば な ら な い 。  

一 定 款 の 謄 本 及 び 登 記 事 項 証 明 書 

二 申 請 の 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 前 事 業 年 度 に お け る 財 産 目 録 及 び 貸 借 対 照 表 （ た だ し 、 申 請

の 日 の 属 す る 事 業 年 度 に 設 立 さ れ た 法 人 に あ つ て は 、 そ の 設 立 時 に お け る 財 産 目 録 ） 

三 申 請 の 日 の 属 す る 事 業 年 度 及 び 当 該 事 業 年 度 の 翌 事 業 年 度 に お け る 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予

算 書 

四 申 請 に 関 す る 意 思 の 決 定 を 証 す る 書 類 

五 役 員 の 氏 名 及 び 経 歴 を 記 載 し た 書 類 

六 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 事 項 を 記 載 し た 書 類 

七 支 援 業 務 を 行 お う と す る 事 務 所 ご と に 支 援 業 務 用 設 備 の 概 要 及 び 整 備 計 画 を 記 載 し た 書 類 

八 現 に 行 つ て い る 業 務 の 概 要 を 記 載 し た 書 類 

九 支 援 業 務 の 実 施 の 方 法 に 関 す る 計 画 を 記 載 し た 書 類  

十 そ の 他 参 考 と な る 事 項 を 記 載 し た 書 類 

（ 支 援 機 関 の 名 称 等 の 変 更 の 届 出 ）  

第 四 十 条 の 二 の 三 支 援 機 関 は 、 そ の 名 称 若 し く は 住 所 又 は 支 援 業 務 を 行 う 事 務 所 の 所 在 地 を 変

更 し よ う と す る と き は 、 変 更 し よ う と す る 日 の 二 週 間 前 ま で に 、 そ の 旨 を 総 務 大 臣 に 届 け 出 な

け れ ば な ら な い 。  

２ 総 務 大 臣 は 、 前 項 の 届 出 が あ つ た と き は 、 そ の 旨 を 公 示 す る 。 

［ 新 設 ］ 

（ 支 援 業 務 諮 問 委 員 会 の 委 員 の 任 命 の 認 可 の 申 請 ）  

第 四 十 条 の 二 の 四 支 援 機 関 は 、 法 第 百 十 三 条 第 三 項 の 認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 任 命 し よ

う と す る 者 の 氏 名 及 び 履 歴 を 記 載 し た 申 請 書 に 当 該 任 命 し よ う と す る 者 の 就 任 承 諾 書 を 添 え て

総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

［ 新 設 ］ 

（ 役 員 の 選 任 及 び 解 任 の 認 可 の 申 請 ）  

第 四 十 条 の 二 の 五 支 援 機 関 は 、 法 第 百 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 七 条 第 一 項 の 認

可 を 受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

一 役 員 の 氏 名 

二 選 任 又 は 解 任 の 理 由 

三 選 任 の 場 合 に あ つ て は 、 そ の 者 の 経 歴 

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 選 任 の 認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 同 項 の 申 請 書 に 、 当 該 選 任 に 係

る 者 の 就 任 承 諾 書 を 添 え な け れ ば な ら な い 。 

［ 新 設 ］ 

（ 支 援 業 務 規 程 の 記 載 事 項 ）  

第 四 十 条 の 二 の 六 法 第 百 十 六 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 七 十 九 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で

定 め る 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 支 援 業 務 を 行 う 時 間 及 び 休 日 に 関 す る 事 項 

二 支 援 業 務 を 行 う 事 務 所 に 関 す る 事 項 

［ 新 設 ］ 

 



 

三 支 援 業 務 の 実 施 の 方 法 に 関 す る 事 項 

四 交 付 金 （ 第 一 種 交 付 金 及 び 第 二 種 交 付 金 を い う 。 次 号 、 第 四 十 条 の 二 の 九 第 一 項 及 び 第 四

十 条 の 八 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ） の 額 及 び 負 担 金 （ 第 一 種 負 担 金 及 び 第 二 種 負 担 金 を い う 。

同 号 及 び 第 四 十 条 の 二 の 九 第 一 項 に お い て 同 じ 。 ） の 額 の 算 定 方 法 に 関 す る 事 項 

五 交 付 金 の 交 付 及 び 負 担 金 の 徴 収 の 方 法 に 関 す る 事 項  

六 支 援 機 関 の 役 員 の 選 任 及 び 解 任 に 関 す る 事 項 

七 支 援 業 務 諮 問 委 員 会 の 委 員 の 任 免 に 関 す る 事 項 

八 支 援 業 務 に 関 す る 秘 密 の 保 持 に 関 す る 事 項 

九 支 援 業 務 に 関 す る 帳 簿 及 び 書 類 の 管 理 に 関 す る 事 項  

十 そ の 他 支 援 業 務 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 

（ 支 援 業 務 規 程 の 認 可 の 申 請 ）  

第 四 十 条 の 二 の 七 支 援 機 関 は 、 法 第 百 十 六 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 七 十 九 条 第 一 項

前 段 の 規 定 に よ る 認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 申 請 書 に 、 当 該 認 可 に 係 る 支 援 業 務 規 程 を 添

え て 、 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２ 支 援 機 関 は 、 法 第 百 十 六 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 七 十 九 条 第 一 項 後 段 の 規 定 に よ

る 認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

一 変 更 し よ う と す る 事 項 

二 変 更 し よ う と す る 年 月 日 

三 変 更 の 理 由 

［ 新 設 ］ 

（ 事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 の 認 可 の 申 請 ）  

第 四 十 条 の 二 の 八 法 第 百 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 八 十 条 第 一 項 前 段 の 規 定 に よ る 認

可 を 受 け よ う と す る と き は 、 申 請 書 に 、 当 該 認 可 に 係 る 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 を 添 え て 、

総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２ 支 援 機 関 は 、 法 第 百 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 八 十 条 第 一 項 後 段 の 規 定 に よ る 認 可

を 受 け よ う と す る と き は 、 変 更 し よ う と す る 事 項 及 び 変 更 の 理 由 を 記 載 し た 申 請 書 を 総 務 大 臣

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

［ 新 設 ］ 

（ 帳 簿 の 記 載 事 項 ）  

第 四 十 条 の 二 の 九 法 第 百 十 六 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 八 十 一 条 の 総 務 省 令 で 定 め る

事 項 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 交 付 金 の 交 付 を 受 け る 適 格 電 気 通 信 事 業 者 （ 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 及 び 第 二 種 適 格 電

気 通 信 事 業 者 を い う 。 第 三 号 及 び 第 七 号 に お い て 同 じ 。 ） の 名 称 

二 交 付 金 に 係 る 認 可 の 申 請 の 年 月 日 

三 適 格 電 気 通 信 事 業 者 ご と の 交 付 金 の 額 

四 負 担 金 を 納 付 す べ き 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 又 は 高 速 度 デ ー タ 伝 送 役 務 提 供 事 業 者 の 名 称 

五 前 号 に 掲 げ る 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 又 は 高 速 度 デ ー タ 伝 送 役 務 提 供 事 業 者 ご と の 負 担 金 の

［ 新 設 ］ 

 

 



 

額 

六 第 四 号 に 掲 げ る 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 又 は 高 速 度 デ ー タ 伝 送 役 務 提 供 事 業 者 ご と の 負 担 金

の 納 付 の 年 月 日 

七 適 格 電 気 通 信 事 業 者 ご と の 交 付 金 の 交 付 の 年 月 日 

２ 法 第 百 十 六 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 八 十 一 条 の 帳 簿 は 、 支 援 業 務 を 行 う 事 務 所 ご

と に 備 え 付 け 、 記 載 又 は 記 録 の 日 か ら 五 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 支 援 業 務 の 休 廃 止 の 許 可 の 申 請 ）  

第 四 十 条 の 二 の 十 支 援 機 関 は 、 法 第 百 十 六 条 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 法 第 八 十 三 条 第 一 項

の 許 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

一 休 止 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す る 支 援 業 務 の 範 囲 

二 休 止 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す る 年 月 日 及 び 休 止 し よ う と す る 場 合 は そ の 期 間 

三 休 止 又 は 廃 止 の 理 由 

［ 新 設 ］ 

（ 支 援 業 務 に 係 る 公 示 ）  

第 四 十 条 の 二 の 十 一 法 第 百 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 八 十 三 条 第 二 項 、 第 八 十 四 条 第

三 項 並 び に 第 九 十 条 第 一 項 及 び 第 三 項 の 公 示 は 、 官 報 で 告 示 す る こ と に よ つ て 行 う 。 

［ 新 設 ］ 

（ 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 指 定 の 申 請 様 式 等 ） （ 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 指 定 の 申 請 様 式 等 ） 

第 四 十 条 の 四 ［ 略 ］ 

２ 法 第 百 八 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ る 第 一 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 に 関 す る 収 支 の 状 況 の 公 表

は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 を し よ う と す る 電 気 通 信 事 業 者 に あ つ て は 当 該 申 請 の 前 に 、 第 一 種

適 格 電 気 通 信 事 業 者 に あ つ て は 毎 事 業 年 度 経 過 後 五 月 以 内 に 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 す る こ と

に よ り 、 こ れ を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

 

３ 前 項 の 公 表 は 、 当 該 公 表 の 日 か ら 起 算 し て 五 年 を 経 過 す る ま で の 間 、 こ れ を 行 わ な け れ ば な

ら な い 。  

第 四 十 条 の 四 ［ 同 上 ］ 

２ 法 第 百 八 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に よ る 第 一 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 に 関 す る 収 支 の 状 況 の 公 表

は 、 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 に あ つ て は 毎 事 業 年 度 経 過 後 五 月 以 内 に 、 同 項 の 規 定 に よ る 申

請 を し よ う と す る 電 気 通 信 事 業 者 に あ つ て は 当 該 申 請 の 前 に 、 営 業 所 そ の 他 の 事 業 所 に 備 え 置

き 、 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る と と も に 、 そ の 備 置 き の 日 か ら 七 日 以 内 に イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 す る

こ と に よ り 、 こ れ を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

３ 前 項 の 公 表 は 、 同 項 の 備 置 き の 日 か ら 起 算 し て 五 年 を 経 過 す る ま で の 間 、 こ れ を 行 わ な け れ

ば な ら な い 。  

（ 第 二 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 指 定 の 申 請 様 式 等 ） （ 第 二 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 指 定 の 申 請 様 式 等 ） 

第 四 十 条 の 四 の 五  法 第 百 十 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 指 定 を 受 け よ う と す る 電 気 通 信 事 業 者

は 、 様 式 第 三 十 八 の 二 の 二 の 申 請 書 に 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば

な ら な い 。  

［ 一 ～ 五 略 ］ 

［ ２ 略 ］ 

３ 総 務 大 臣 は 、 第 一 項 の 提 出 を 行 つ た 電 気 通 信 事 業 者 に 対 し て 、 法 第 百 十 条 の 三 第 二 項 の 規 定

に よ る 担 当 支 援 区 域 の 指 定 の た め に 必 要 な 書 類 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。 

第 四 十 条 の 四 の 五 ［ 同 上 ］ 

 

 
［ 一 ～ 五 同 上 ］ 

［ ２ 同 上 ］  

［ 新 設 ］ 

（ 第 二 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 収 支 表 の 公 表 等 ） （ 第 二 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 収 支 表 の 公 表 等 ） 



 

第 四 十 条 の 四 の 六 法 第 百 十 条 の 三 第 一 項 第 一 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 に

よ る も の と す る 。  

一 第 二 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 収 支 表 

二 前 条 第 一 項 第 五 号 に 規 定 す る 場 合 に は 、 特 別 支 援 区 域 整 備 ・ 役 務 提 供 計 画 書  

２ 前 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 の 公 表 は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 を し よ う と す る 電 気 通 信 事 業

者 に あ つ て は 当 該 申 請 の 前 に 、 第 二 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 に あ つ て は 当 該 各 号 に 掲 げ る 書 類 の

う ち 第 四 十 条 の 五 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 す る も の を 毎 事 業 年 度 経 過 後 五 月 以

内 に 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 す る こ と に よ り 、 こ れ を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

３ 前 項 の 公 表 は 、 当 該 公 表 の 日 か ら 起 算 し て 五 年 を 経 過 す る ま で の 間 （ 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る

書 類 で あ つ て 担 当 支 援 区 域 に 係 る も の に つ い て は 、 法 第 百 十 条 の 三 第 三 項 の 規 定 に よ り 当 該 担

当 支 援 区 域 の 指 定 を 解 除 さ れ た 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 四 月 一 日 か ら 起 算 し て 五 年 を 経 過 す る ま

で の 間 ） 、 こ れ を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

第 四 十 条 の 四 の 六 ［ 同 上 ］ 

 

 

 

２ 前 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 の 公 表 は 、 第 二 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 に あ つ て は 毎 事 業 年 度 経 過 後 五

月 以 内 に 、 法 第 百 十 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 を し よ う と す る 電 気 通 信 事 業 者 に あ つ て は

当 該 申 請 の 前 に 、 営 業 所 そ の 他 の 事 業 所 に 備 え 置 き 、 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る と と も に 、 そ の 備 置

き の 日 か ら 七 日 以 内 に イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 す る こ と に よ り 、 こ れ を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

３ 前 項 の 公 表 は 、 同 項 の 備 置 き の 日 か ら 起 算 し て 五 年 を 経 過 す る ま で の 間 、 こ れ を 行 わ な け れ

ば な ら な い 。  

（ 第 二 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 に よ る 書 類 等 の 提 出 ） （ 第 二 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 に よ る 書 類 等 の 提 出 ） 

第 四 十 条 の 五 の 二 第 二 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 は 、 毎 事 業 年 度 経 過 後 五 月 以 内 に 、 当 該 事 業 年 度

に 係 る 次 に 掲 げ る 書 類 （ 第 五 号 ロ に 掲 げ る 書 類 に あ つ て は 、 当 該 書 類 の 内 容 に 変 更 が あ つ た 場

合 に 限 る 。 ） を 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

［ 一 ～ 四 略 ］ 

五 当 該 事 業 年 度 末 に お け る 担 当 支 援 区 域 に 特 別 支 援 区 域 が 含 ま れ る 場 合 に は 、 次 に 掲 げ る 書

類 

［ イ 略 ］ 

ロ 特 別 支 援 区 域 整 備 ・ 役 務 提 供 計 画 書 

［ ２ 略 ］ 

第 四 十 条 の 五 の 二 第 二 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 は 、 毎 事 業 年 度 経 過 後 五 月 以 内 に 、 当 該 事 業 年 度

に 係 る 次 に 掲 げ る 書 類 を 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

［ 一 ～ 四 同 上 ］ 

五 ［ 同 上 ］  

 

［ イ 同 上 ］ 

ロ ［ 同 上 ］ 

［ ２ 同 上 ］  

（ 第 二 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 を 継 続 し て 提 供 し て い る 期 間 ） （ 第 二 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 を 継 続 し て 提 供 し て い る 期 間 ）  

第 四 十 条 の 六 の 三 ［ 略 ］ 

２ 法 第 百 十 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 初 め て 指 定 さ れ た 第 二 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 に 対 し て 当

該 指 定 後 最 初 に 第 二 種 交 付 金 が 交 付 さ れ る 場 合 に お い て 、 前 項 の 法 第 百 七 条 第 二 号 の 総 務 省 令

で 定 め る 期 間 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 四 十 条 の 六 の 二 第 一 項 及 び 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 割 合 を

超 え た 日 」 と あ る の は 、 「 法 第 百 十 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 初 め て 指 定 さ れ た 第 二 種 適 格 電

気 通 信 事 業 者 が 当 該 指 定 を 受 け た 日 」 と す る 。 

３ 法 第 百 十 条 の 三 第 二 項 後 段 の 規 定 に よ り 追 加 し て 担 当 支 援 区 域 を 指 定 さ れ た 第 二 種 適 格 電 気

通 信 事 業 者 に 対 し て 当 該 指 定 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 追 加 指 定 」 と い う 。 ） 後 最 初 に 当 該 担 当

支 援 区 域 に 係 る 第 二 種 交 付 金 が 交 付 さ れ る 場 合 に お け る 第 一 項 の 法 第 百 七 条 第 二 号 の 総 務 省 令

で 定 め る 期 間 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 四 十 条 の 六 の 二 第 一 項 及 び 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 割 合 を

超 え た 日 か ら 起 算 し て 一 年 」 と あ る の は 、 「 法 第 百 十 条 の 三 第 二 項 後 段 の 規 定 に よ り 追 加 し て

担 当 支 援 区 域 を 指 定 さ れ た 日 か ら 最 初 に 到 来 す る 八 月 三 十 一 日 か ら 七 月 を 経 過 す る 日 ま で の 期

間 」 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 第 二 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 が 前 項 に 規 定 す る 場 合 に 該 当

第 四 十 条 の 六 の 三 ［ 同 上 ］ 

２ 法 第 百 十 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 新 た に 指 定 さ れ た 第 二 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 に 対 し て 当

該 指 定 後 最 初 に 第 二 種 交 付 金 が 交 付 さ れ る 場 合 に お い て 、 前 項 の 法 第 百 七 条 第 二 号 の 総 務 省 令

で 定 め る 期 間 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 四 十 条 の 六 の 二 第 一 項 及 び 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 割 合 を

超 え た 日 」 と あ る の は 、 「 法 第 百 十 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 新 た に 指 定 さ れ た 第 二 種 適 格 電

気 通 信 事 業 者 が 当 該 指 定 を 受 け た 日 」 と す る 。 
［ 新 設 ］ 



 

す る と き は 、 当 該 追 加 指 定 を 四 月 か ら 八 月 ま で の 間 に 受 け た 者 に 限 り 、 こ の 項 の 規 定 を 適 用 し

な い 。  

（ 第 一 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 種 別 ） （ 第 一 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 種 別 ） 

第 四 十 条 の 七 法 第 百 八 条 第 二 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 第 一 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 種 別 は 、 第 十

四 条 各 号 に 掲 げ る 第 一 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 と す る 。 

 

第 四 十 条 の 七 法 第 百 八 条 第 二 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 第 一 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 種 別 は 、 次 の

各 号 の い ず れ か と す る 。  

一 第 十 四 条 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 第 一 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 を あ わ せ た も の 

二 第 十 四 条 第 一 号 、 第 二 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 第 一 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 を あ わ せ た も の 

（ 法 第 百 十 条 の 五 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 高 速 度 デ ー タ 伝 送 電 気 通 信 役 務 ） （ 法 第 百 十 条 の 五 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 高 速 度 デ ー タ 伝 送 電 気 通 信 役 務 ） 

第 四 十 条 の 七 の 二  法 第 百 十 条 の 五 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 高 速 度 デ ー タ 伝 送 電 気 通 信 役 務

は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の の ほ か 、 そ の 下 り 名 目 速 度 が 毎 秒 一 メ ガ ビ ッ ト 未 満 の

も の と す る 。  

一 専 ら 卸 電 気 通 信 役 務 を 利 用 し て 提 供 す る 電 気 通 信 役 務  

二 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 次 の イ か ら リ ま で に 掲 げ る 電 気 通 信 役 務 

イ フ レ ー ム リ レ ー サ ー ビ ス （ 様 式 第 四 に 規 定 す る も の を い う 。 ）  

ロ Ａ Ｔ Ｍ 交 換 サ ー ビ ス （ 様 式 第 四 に 規 定 す る も の を い う 。 ）  

ハ 自 営 等 Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー ビ ス （ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 十 四 号 の 四 に 規

定 す る も の を い う 。 ） 

ニ Ｉ Ｐ ― Ｖ Ｐ Ｎ サ ー ビ ス （ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 十 六 号 に 規 定 す る も の を

い う 。 ） 

ホ 広 域 イ ー サ ネ ッ ト サ ー ビ ス （ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 十 七 号 に 規 定 す る も

の を い う 。 ） 

ヘ ア ン ラ イ セ ン ス Ｌ Ｐ Ｗ Ａ （ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 十 八 号 に 規 定 す る も の

を い う 。 ） 

ト 専 用 役 務 

チ 仮 想 移 動 電 気 通 信 サ ー ビ ス （ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 十 九 号 に 規 定 す る も

の を い う 。 ） 

リ 通 信 モ ジ ュ ー ル （ 特 定 の 業 務 の 用 に 供 す る 通 信 に 用 途 が 限 定 さ れ て い る 利 用 者 の 電 気 通

信 設 備 を い う 。 ） 向 け に 提 供 す る 電 気 通 信 役 務 
第 四 十 条 の 七 の 二  法 第 百 十 条 の 五 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 高 速 度 デ ー タ 伝 送 電 気 通 信 役 務

は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の と す る 。 

 

一 専 ら 卸 電 気 通 信 役 務 を 利 用 し て 提 供 す る 電 気 通 信 役 務 

二 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 次 の イ か ら チ ま で に 掲 げ る 電 気 通 信 役 務 

イ フ レ ー ム リ レ ー サ ー ビ ス （ 様 式 第 四 に 規 定 す る も の を い う 。 ）  

ロ Ａ Ｔ Ｍ 交 換 サ ー ビ ス （ 様 式 第 四 に 規 定 す る も の を い う 。 ）  

ハ 自 営 等 Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー ビ ス （ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 十 四 号 の 四 に 規

定 す る も の を い う 。 ） 

ニ Ｉ Ｐ ― Ｖ Ｐ Ｎ サ ー ビ ス （ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 十 六 号 に 規 定 す る も の を

い う 。 ）  

ホ 広 域 イ ー サ ネ ッ ト サ ー ビ ス （ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 十 七 号 に 規 定 す る も

の を い う 。 ）  

［ 新 設 ］  

 

ヘ 専 用 役 務 

ト 仮 想 移 動 電 気 通 信 サ ー ビ ス （ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 第 一 条 第 二 項 第 十 九 号 に 規 定 す る も

の を い う 。 ）  

チ 通 信 モ ジ ュ ー ル （ 特 定 の 業 務 の 用 に 供 す る 通 信 に 用 途 が 限 定 さ れ て い る 利 用 者 の 電 気 通

信 設 備 を い う 。 ） 向 け に 提 供 す る 電 気 通 信 役 務 

（ 交 付 金 の 額 の 公 表 ） （ 第 一 種 交 付 金 及 び 第 二 種 交 付 金 の 額 の 公 表 ） 

第 四 十 条 の 八 法 第 百 九 条 第 四 項 の 規 定 及 び 法 第 百 十 条 の 四 第 五 項 の 規 定 に よ る 交 付 金 の 額 の 公

表 は 、 第 一 種 交 付 金 に あ つ て は 法 第 百 九 条 第 一 項 の 認 可 、 第 二 種 交 付 金 に あ つ て は 法 第 百 十 条

の 四 第 一 項 の 認 可 を 受 け た 後 、 速 や か に イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 す る こ と に よ り 、 こ れ を 行 わ な

け れ ば な ら な い 。  

 

２ 前 項 の 公 表 は 、 当 該 公 表 の 日 か ら 起 算 し て 十 年 を 経 過 す る ま で の 間 、 こ れ を 行 わ な け れ ば な

第 四 十 条 の 八 法 第 百 九 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 第 一 種 交 付 金 及 び 法 第 百 十 条 の 四 第 五 項 の 規 定 に

よ る 第 二 種 交 付 金 の 額 の 公 表 は 、 第 一 種 交 付 金 に あ つ て は 法 第 百 九 条 第 一 項 の 認 可 、 第 二 種 交

付 金 に あ つ て は 法 第 百 十 条 の 四 第 一 項 の 認 可 を 受 け た 後 、 速 や か に 支 援 機 関 の 主 た る 事 務 所 に

備 え 置 き 、 公 衆 の 閲 覧 に 供 す る と と も に 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 す る こ と に よ り 、 こ れ を 行 わ

な け れ ば な ら な い 。  

２ 前 項 の 公 表 は 、 同 項 の 備 置 き の 日 か ら 起 算 し て 十 年 を 経 過 す る ま で の 間 、 こ れ を 行 わ な け れ



 

ら な い 。  ば な ら な い 。  

（ 一 般 支 援 区 域 等 の 指 定 等 ） （ 一 般 支 援 区 域 等 の 指 定 等 ） 

第 四 十 条 の 八 の 三 総 務 大 臣 は 、 第 十 四 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 （ 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に

お い て 「 規 模 報 告 」 と い う 。 ） が あ つ た 場 合 に お い て 、 当 該 規 模 報 告 に 係 る 単 位 区 域 が 法 第 百

十 条 の 二 第 一 項 各 号 又 は 第 二 項 各 号 の 要 件 に 該 当 す る と 認 め る と き は 、 毎 事 業 年 度 経 過 後 八 月

以 内 に 、 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 一 般 支 援 区 域 の 指 定 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 別 支 援 区 域 の

指 定 を 行 い 、 ま た 、 同 条 第 一 項 各 号 又 は 第 二 項 各 号 の 要 件 に 該 当 し な い と 認 め ら れ る と き は 、

同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 一 般 支 援 区 域 又 は 特 別 支 援 区 域 の 指 定 の 解 除 を 行 う も の と す る 。 

第 四 十 条 の 八 の 三 総 務 大 臣 は 、 第 十 四 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 報 告 （ 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に

お い て 「 規 模 報 告 」 と い う 。 ） が あ つ た 場 合 に お い て 、 当 該 規 模 報 告 に 係 る 単 位 区 域 が 法 第 百

十 条 の 二 第 一 項 各 号 又 は 第 二 項 各 号 の 要 件 に 該 当 す る と 認 め る と き は 、 毎 事 業 年 度 経 過 後 五 月

以 内 に 、 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 一 般 支 援 区 域 の 指 定 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 特 別 支 援 区 域 の

指 定 を 行 い 、 ま た 、 同 条 第 一 項 各 号 又 は 第 二 項 各 号 の 要 件 に 該 当 し な い と 認 め ら れ る と き は 、

同 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 一 般 支 援 区 域 又 は 特 別 支 援 区 域 の 指 定 の 解 除 を 行 う も の と す る 。 

（ 担 当 支 援 区 域 の 全 部 又 は 一 部 が 業 務 区 域 の 範 囲 に 含 ま れ な く な つ た 場 合 等 の 報 告 ）  

第 四 十 条 の 八 の 五 の 二 第 二 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 は 、 そ の 担 当 支 援 区 域 が 法 第 百 十 条 の 三 第 三

項 第 二 号 イ に 掲 げ る 場 合 に 該 当 す る こ と と な つ た と き は 、 直 ち に 、 様 式 第 三 十 八 の 二 の 五 に よ

り 、 そ の 旨 を 総 務 大 臣 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

２ 法 第 百 十 条 の 三 第 五 項 に 規 定 す る 第 二 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 地 位 の 承 継 が あ つ た 場 合 に は

、 そ の 地 位 を 承 継 し た 電 気 通 信 事 業 者 は 、 直 ち に 、 様 式 第 三 十 八 の 二 の 六 に よ り 、 そ の 旨 を 総

務 大 臣 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

［ 新 設 ］ 

 （ 第 二 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 地 位 の 承 継 が あ つ た 場 合 の 通 知 等 ）  

第 四 十 条 の 八 の 五 の 三 総 務 大 臣 は 、 前 条 第 二 項 に 規 定 す る 報 告 が あ つ た 場 合 に は 、 遅 滞 な く 、

そ の 旨 を 支 援 機 関 に 通 知 す る と と も に 、 こ れ を 公 表 す る も の と す る 。 

［ 新 設 ］ 

様式第38の２の３（第40条の４の５第１項第２号、第40条の５の２第１項第２号関係） 

［略］ 

［第１表 略］ 

［注１～４ 略］ 

第２表 第二種適格電気通信事業者の全ての担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務

の提供に要すると見込まれる費用の額等 

役務の細目 

⑴ 全ての担当支援区

域における第二号基

礎的電気通信役務の

提供に要すると見込

まれる費用の額 

⑵ 全ての担当支援区

域における第二号基

礎的電気通信役務の

提供により生ずると

見込まれる収益の額 

⑶  ⑴から⑵を減じ

た額 

１ 第14条の

３第１項第

１号に掲げ

るもの 

   

様式第38の２の３（第40条の４の５第１項第２号、第40条の５の２第１項第２号関係） 

［同左］ 

［第１表 同左］ 

［注１～４ 同左］ 

第２表 第二種適格電気通信事業者の全ての担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務

の提供に要すると見込まれる費用の額等 

１  全 て の 担 当 支 援 区 域 に お け る 第 二

号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 要 す

る と 見 込 ま れ る 費 用 の 額  

 

２  全 て の 担 当 支 援 区 域 に お け る 第 二

号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に よ り

生 ず る と 見 込 ま れ る 収 益 の 額  

 

３  １ か ら ２ を 減 じ た 額   

 

 

 

 



 

２ 第14条の

３第１項第

２号に掲げ

るもの 

   

３ 第14条の

３第１項第

３号に掲げ

るもの 

   

合計 
   

 

 

 

 

注１ 電気通信事業者が法第110条の３第１項の規定による指定を受けようとする場合に

は、この表は不要とする。 

２ (1)の欄は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金

算定等規則（令和７年総務省令第16号）第５条第１項第２号ロに掲げる特別支援区域を

同号イに掲げる特別支援区域とみなし、同令第９条第３項括弧書の規定を適用しないで

同令第６条の規定に基づき算定した同条に掲げる原価の合計額を記載すること。 

３ (2)の欄は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金

算定等規則第５条第１項第２号ロに掲げる特別支援区域を同号イに掲げる特別支援区域

とみなし、同令第９条第３項括弧書の規定を適用しないで同令第６条の規定に基づき算

定した、第40条の８の４第２号の規定に基づき総務大臣が告示する額に12を乗じた値に

同令第６条各号に掲げる値を乗じて得た額を記載すること。 

注 電気通信事業者が法第110条の３第１項の規定による指定を受けようとする場合には、

この表は不要とする。 

 

 

 

 

 

第３表 交付金等 

 営業収益 営業費用 営業利益 摘要 

１  交  付  金      

２  負  担  金      

計     

 

 

［注１・２ 略］ 

第３表 交付金等 

役  務  の  細  目  営業収益 営業費用 営業利益 摘要 

１  交  付  金      

２ 当該適格電気通信事業

者の算定自己負担額 

    

 

３  負  担  金      

計     

 ［注１・２ 同左］ 



 

様式第38の２の４（第40条の４の５関係） 

 

特別支援区域整備・役務提供計画書 

 

年  月  日 

 

（ふりがな） 

氏  名（法人にあつては、名称及び代表者

の氏名を記載すること。なお、第二

種適格電気通信事業者として担当支

援区域についてこの計画書を提出す

る場合には法人名の前に「第二種適

格電気通信事業者」と記載するこ

と。） 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は

届出番号 

 

第40条の４の５第１項第５号ロに規定する特別支援区域整備・役務提供計画を以下のとおり

定めます。 

１ 計画の概要 

（ 年 月 日時点） 

地域名 役務の細目 目標とする電気

通信回線設備の

規模 

役務提供開始時期 備考 

 第 14条の３第１

項第１号に掲げ

るもの 

   

 第 14条の３第１

項第２号に掲げ

るもの 

   

 第 14条の３第１

項第３号に掲げ

るもの 

   

様式第38の２の４（第40条の４の５関係） 

 

特別支援区域整備・役務提供計画書 

 

年  月  日 

 

（ふりがな） 

氏  名（法人にあつては、名称及び代表者

の氏名を記載すること。） 

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は

届出番号 

 

第40条の４の５第１項第５号ロの規定により、特別支援区域整備・役務提供計画書を定めま

す。 

１ 計画の概要 

地域名 役務の細

目 

達成すべ

き電気通

信回線設

備の規模 

光ファイ

バ等の整

備時期 

公設光フ

ァイバ等

の譲受等

時期 

役務提供

開始時期 

備考 

 第 14 条の

３第１項

第１号に

掲げるも

の 

     

 第 14 条の

３第１項

第２号に

掲げるも

の 

     

 第 14 条の

３第１項

第３号に

掲げるも

の 

     



 

 合 計    

注１ 地域名の欄には、第40条の８の２第２項の規定により総務省のホームページに掲載す

る町又は字の名称等を記載すること。 

２ 目標とする電気通信回線設備の規模の欄には、世帯カバー率を記載すること。 

３ 合計の欄には、提供する全ての第二号基礎的電気通信役務で提供可能な電気通信回線

設備の規模（重複するカバー世帯を除いた世帯カバー率）の目標を記載すること。 

４ 役務提供開始時期の欄には、地方公共団体が所有する電気通信回線設備を譲り受ける

場合に当該電気通信回線設備を用いて第二号基礎的電気通信役務の提供を開始すると見

込まれる時期又は地方公共団体が所有する電気通信回線設備を撤去し、新たに電気通信

回線設備を設置した場合に当該電気通信回線設備を用いて第二号基礎的電気通信役務の

提供を開始すると見込まれる時期のいずれか又は双方を記載すること。 

５ 備考欄には、地方公共団体が所有する電気通信回線設備を譲り受け、当該電気通信回

線設備を用いて第二号基礎的電気通信役務の提供を行う場合又は地方公共団体が所有す

る電気通信回線設備を撤去し、新たに電気通信回線設備を設置し、第二号基礎的電気通

信役務の提供を開始する場合には「民間移行等」と記載すること。 

６ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 

２ 計画の詳細 

注１ 既に公表している類似の計画があれば、添付すること。 

２ 総務大臣に提出した直近の計画から変更があつた場合は、新旧対照及び変更理由を明

示すること。 

 合 計      

注１ 地域名の欄には、原則として第40条の８の２の規定により定める町又は字名を記載す

ること。 

２ 達成すべき電気通信回線設備の規模の欄には、目標とする電気通信回線設備の規模を

記載すること。 

３ 合計の欄には、第14条の３第１項第１号から第３号までの電気通信役務のいずれかが

提供可能な電気通信回線設備の規模の目標を記載すること。 

４ 光ファイバ等の整備時期の欄には、電気通信回線設備が設置されていない地域に新た

に電気通信回線設備を設置し、第二号基礎的電気通信役務の提供を開始する場合におけ

る当該電気通信回線設備を設置することが見込まれる時期を記載すること。 

５ 公設光ファイバ等（地方公共団体及び他の電気通信事業者が設置する光ファイバ等）

の譲受等時期の欄には、地方公共団体等が所有する電気通信回線設備の譲渡を受け、当

該電気通信回線設備を用いて第二号基礎的電気通信役務の提供を開始する場合の当該電

気通信回線設備を譲受することが見込まれる時期又は地方公共団体等が既に設置してい

る光ファイバ等を撤去し、新たに電気通信回線設備を設置し、第二号基礎的電気通信役

務の提供を開始する場合における当該電気通信回線設備を設置することが見込まれる時

期を記載すること。 

６ 役務提供開始時期の欄には、新たに電気通信回線設備を整備又は譲受等する場合に、

当該電気通信回線設備を用いて第二号基礎的電気通信役務の提供を開始すると見込まれ

る時期を記載すること。 

７ 備考欄には、電気通信回線設備が設置されていない地域に新たに電気通信回線設備を

設置し、第二号基礎的電気通信役務の提供を開始する場合には「新規整備」と記載する

とともに、新たに設置する電気通信回線設備の規模を記載し、及び新たに設置する電気

通信回線設備の規模、地方公共団体等が所有する電気通信回線設備の譲渡を受け、当該

電気通信回線設備を用いて第二号基礎的電気通信役務の提供を行う場合又は地方公共団

体等が既に設置している光ファイバ等を撤去し、新たに電気通信回線設備を設置し、第

二号基礎的電気通信役務の提供を開始する場合には「設備の譲受等」と記載するととも

に、地方公共団体から譲渡を受ける電気通信回線設備の規模又は新たに設置する電気通

信回線設備の規模を記載すること。 

８ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

２ 計画の詳細 

注 既に公表している計画があれば、添付すること。 



 

様式第38の２の５(第40条の８の５の２第１項関係) 

 

電気通信事業法第110条の３第３項第２号イに該当する場合に係る報告書 

 

年  月  日 

 

総務大臣 殿 

 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

第二種適格電気通信事業者名 

（法人にあつては、名称及び代表 

者の氏名を記載すること。） 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載す

ること。担当部署等がある場合は、

当該担当部署名等を記載するこ

と。） 

 

電気通信事業法第110条の３第３項第２号イに該当することとなつたので、電気通信事業法施行規

則第40条の８の５の２第１項の規定により、報告します。 

注１ 理由欄には、電気通信事業法第110条の３第３項第２号イに該当することとなつた理由に

ついて記載すること。 

２ 該当する担当支援区域が複数ある場合は、担当支援区域欄に全て記載すること。 

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

該当年月日  

理由  

担当支援区域  

［新設］ 

 

様式第38の２の６(第40条の８の５の２第２項関係) 

 

［新設］ 

 



 

第二種適格電気通信事業者の地位の承継に係る報告書 

 

年  月  日 

 

総務大臣 殿 

 

郵便番号 

（ふりがな） 

住  所 

（ふりがな） 

承継者名（法人にあつては、名称及び代表

者の氏名を記載すること。） 

連 絡 先（連絡のとれる電話番号等を記載す

ること。担当部署等がある場合は、

当該担当部署名等を記載するこ

と。） 

 

電気通信事業法第110条の３第５項に規定する第二種適格電気通信事業者の地位の承継を受けたの

で、電気通信事業法施行規則第40条の８の５の２第２項の規定により、報告します。 

承継年月日  

被承継者の名称  

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。  



 

（ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 （ 昭 和 六 十 三 年 郵 政 省 令 第 四 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ）

を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改

正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の

条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 当 該 対

象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ

に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。  

 

 



 

改  正  後 改  正  前 

（ 電 気 通 信 番 号 数 及 び 回 線 数 等 の 毎 月 末 の 状 況 報 告 ） （ 第 一 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 係 る 第 一 種 交 付 金 の 額 及 び 第 一 種 負 担 金 の 額 の 算 定 に 用

い る 電 気 通 信 番 号 数 等 の 報 告 ） 

第 九 条  次 の 各 号 に 掲 げ る 電 気 通 信 事 業 者 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 電 気 通 信 番 号 及

び 回 線 数 等 （ 高 速 度 デ ー タ 伝 送 電 気 通 信 役 務 に 係 る 回 線 数 及 び 第 二 種 負 担 金 の 額 の 算 定 に 関 し

必 要 な 事 項 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 毎 月 末 の 状 況 に つ い て 、 翌 々 月 の 二 十 日

（ 当 該 日 が 日 曜 日 、 土 曜 日 又 は 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 ） に

規 定 す る 休 日 に 当 た る と き は 、 こ れ ら の 日 の 翌 日 を も つ て 当 該 日 と み な す 。 ） ま で に 、 総 務 大

臣 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

一 第 一 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 係 る 第 一 種 交 付 金 及 び 第 一 種 負 担 金 算 定 等 規 則 （ 平 成

十 四 年 総 務 省 令 第 六 十 四 号 。 以 下 こ の 号 に お い て 「 第 一 号 算 定 等 規 則 」 と い う 。 ） 別 表 第 十

一 に 掲 げ る 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け た 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 又 は 接 続 電 気 通 信 事 業 者

等 （ こ れ ら の 電 気 通 信 事 業 者 か ら 電 気 通 信 事 業 の 一 部 を 承 継 し た 法 人 又 は 譲 り 受 け た 者 （ 当

該 承 継 又 は 譲 受 け が あ つ た 後 遅 滞 な く 、 当 該 電 気 通 信 事 業 者 が 指 定 を 受 け た 同 表 に 掲 げ る 電

気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け た 者 で あ つ て 、 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 又 は 接 続 電 気 通 信 事 業 者

等 以 外 の 者 に 限 る 。 以 下 こ の 号 に お い て 「 一 部 承 継 事 業 者 等 」 と い う 。 ） を 含 む 。 ）  様 式

第 二 十 九 に よ る 当 該 指 定 を 受 け た 電 気 通 信 番 号 （ 一 部 承 継 事 業 者 等 に つ い て は 、 承 継 し た 電

気 通 信 事 業 又 は 譲 り 受 け た 電 気 通 信 事 業 に 係 る 電 気 通 信 番 号 に 限 る 。 ） の 毎 月 末 の 使 用 の 状

況 （ 一 部 承 継 事 業 者 等 に あ つ て は 、 承 継 又 は 譲 受 け が あ つ た 月 か ら 第 一 号 算 定 等 規 則 第 二 十

七 条 第 一 項 に 規 定 す る 最 終 算 定 月 ま で の 月 末 の 使 用 状 況 等 に 限 る 。 ） 

二  次 の 表 の 報 告 対 象 事 業 者 の 欄 に 掲 げ る 電 気 通 信 事 業 者 （ 当 該 電 気 通 信 事 業 者 か ら 高 速 度

デ ー タ 伝 送 電 気 通 信 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 の 一 部 を 承 継 し 、 又 は 譲 り 受 け た 電 気 通 信

事 業 者 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 一 部 承 継 事 業 者 」 と い う 。 ） を 含 む 。 ）  そ れ ぞ れ 同 表 の 様

式 番 号 の 欄 に 掲 げ る 様 式 に よ る 回 線 数 等 の 毎 月 末 の 状 況 （ 一 部 承 継 事 業 者 に あ つ て は 、 当 該

電 気 通 信 事 業 の 一 部 を 承 継 し 、 又 は 譲 り 受 け た 日 の 属 す る 月 か ら 当 該 月 の 属 す る 年 度 の 末 日

ま で の 当 該 電 気 通 信 事 業 に 係 る 回 線 数 等 の 状 況 に 限 る 。 ） 

第 九 条 第 一 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 係 る 第 一 種 交 付 金 及 び 第 一 種 負 担 金 算 定 等 規 則 （ 平

成 十 四 年 総 務 省 令 第 六 十 四 号 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 第 一 種 算 定 規 則 」 と い う 。 ） 別 表 第 十 一

に 掲 げ る 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け た 電 気 通 信 事 業 者 （ 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 又 は 接 続 電

気 通 信 事 業 者 等 で あ る 者 に 限 る 。 ） 若 し く は 分 割 又 は 譲 渡 し に よ り 当 該 電 気 通 信 事 業 者 か ら 電

気 通 信 事 業 の 一 部 を 承 継 し た 法 人 若 し く は 譲 り 受 け た 者 （ 当 該 承 継 又 は 譲 受 け が あ つ た 後 遅 滞

な く 、 当 該 電 気 通 信 事 業 者 が 指 定 を 受 け た 同 表 に 掲 げ る 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け た 者 で あ つ

て 、 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 又 は 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 以 外 の 者 に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い

て 「 一 部 承 継 事 業 者 等 」 と い う 。 ） は 、 様 式 第 二 十 九 に よ り 、 当 該 指 定 を 受 け た 電 気 通 信 番 号

（ 一 部 承 継 事 業 者 等 に つ い て は 、 承 継 し た 電 気 通 信 事 業 又 は 譲 り 受 け た 電 気 通 信 事 業 に 係 る 電

気 通 信 番 号 に 限 る 。 ） の 毎 月 末 の 使 用 状 況 等 （ 一 部 承 継 事 業 者 等 に あ つ て は 、 承 継 又 は 譲 受 け

が あ つ た 月 か ら 第 一 種 算 定 規 則 第 二 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 最 終 算 定 月 ま で の 月 末 の 使 用 状 況

等 に 限 る 。 ） に つ い て 、 翌 々 月 の 二 十 日 （ 当 該 日 が 日 曜 日 、 土 曜 日 又 は 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法

律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 ） に 規 定 す る 休 日 に 当 た る と き は 、 こ れ ら の 日 の 翌 日 を も

つ て 当 該 日 と み な す 。 ） ま で に 、 書 面 等 に よ り 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

報 告 対 象 役 務 報 告 対 象 事 業 者 様 式 番 号 

Ｆ Ｔ Ｔ Ｈ ア ク セ ス

サ ー ビ ス 

 

 

 

 

 

 

次 の い ず れ か に 該 当 す る 電 気 通 信 事 業 者 

一  光 信 号 伝 送 用 の 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 設 置 し

て Ｆ Ｔ Ｔ Ｈ ア ク セ ス サ ー ビ ス を 提 供 す る 高 速

度 デ ー タ 伝 送 役 務 提 供 事 業 者  

二  他 の 電 気 通 信 事 業 者 が 設 置 し た 光 信 号 伝 送

用 の 端 末 系 伝 送 路 設 備 と 自 ら の 電 気 通 信 設 備

を 接 続 し て Ｆ Ｔ Ｔ Ｈ ア ク セ ス サ ー ビ ス （ 共 同

住 宅 等 内 に Ｖ Ｄ Ｓ Ｌ 設 備 そ の 他 の 電 気 通 信 設

様 式 第 三 十 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

備 を 設 置 し て 提 供 す る も の で あ つ て 当 該 端 末

系 伝 送 路 設 備 を 用 い て 提 供 さ れ る 卸 電 気 通 信

役 務 を 利 用 し て 提 供 す る も の を 除 く 。 ） を 提

供 す る 高 速 度 デ ー タ 伝 送 役 務 提 供 事 業 者  

 

 

 他 の 電 気 通 信 事 業 者 が 設 置 し た 光 信 号 伝 送 用 の

端 末 系 伝 送 路 設 備 と 自 ら の 電 気 通 信 設 備 を 接 続

し て Ｆ Ｔ Ｔ Ｈ ア ク セ ス サ ー ビ ス （ 共 同 住 宅 等 内

に Ｖ Ｄ Ｓ Ｌ 設 備 そ の 他 の 電 気 通 信 設 備 を 設 置 し

て 提 供 す る も の で あ つ て 当 該 端 末 系 伝 送 路 設 備

を 用 い て 提 供 さ れ る 卸 電 気 通 信 役 務 を 利 用 し て

提 供 す る も の に 限 る 。 ） を 提 供 す る 電 気 通 信 事

業 者 

様 式 第 三 十

の 二 

Ｄ Ｓ Ｌ ア ク セ ス サ ー

ビ ス 

デ ジ タ ル 加 入 者 回 線 ア ク セ ス 多 重 化 装 置 を 設 置

し て Ｄ Ｓ Ｌ ア ク セ ス サ ー ビ ス を 提 供 す る 高 速 度

デ ー タ 伝 送 役 務 提 供 事 業 者  

様 式 第 三 十

の 三 

Ｃ Ａ Ｔ Ｖ ア ク セ ス

サ ー ビ ス 

有 線 テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 施 設 の 線 路 と 同 一 の 線 路

を 使 用 す る 電 気 通 信 設 備 を 設 置 し て Ｃ Ａ Ｔ Ｖ ア

ク セ ス サ ー ビ ス を 提 供 す る 高 速 度 デ ー タ 伝 送 役

務 提 供 事 業 者 

Ｆ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー

ビ ス 

無 線 設 備 に よ り 構 成 さ れ る 端 末 系 伝 送 路 設 備 を

設 置 し て Ｆ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー ビ ス を 提 供 す る 高

速 度 デ ー タ 伝 送 役 務 提 供 事 業 者  

様 式 第 三 十

の 四 

ワ イ ヤ レ ス 固 定 ブ

ロ ー ド バ ン ド ア ク セ

ス サ ー ビ ス 

利 用 者 の 屋 内 用 ル ー タ と 接 続 さ れ る 無 線 設 備 を

設 置 し て ワ イ ヤ レ ス 固 定 ブ ロ ー ド バ ン ド ア ク セ

ス サ ー ビ ス を 提 供 す る 高 速 度 デ ー タ 伝 送 役 務 提

供 事 業 者 

様 式 第 三 十

の 五 

携 帯 電 話 ・ Ｐ Ｈ Ｓ ア

ク セ ス サ ー ビ ス 

基 地 局 を 設 置 し て 携 帯 電 話 ・ Ｐ Ｈ Ｓ ア ク セ ス

サ ー ビ ス を 提 供 す る 高 速 度 デ ー タ 伝 送 役 務 提 供

事 業 者 

様 式 第 三 十

一 

ロ ー カ ル ５ Ｇ サ ー ビ

ス 

基 地 局 を 設 置 し て ロ ー カ ル ５ Ｇ サ ー ビ ス を 提 供

す る 高 速 度 デ ー タ 伝 送 役 務 提 供 事 業 者  

様 式 第 三 十

一 の 二 

全 国 Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス

サ ー ビ ス 

基 地 局 を 設 置 し て 全 国 Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー ビ ス

を 提 供 す る 高 速 度 デ ー タ 伝 送 役 務 提 供 事 業 者 

様 式 第 三 十

一 の 三 

地 域 Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス

サ ー ビ ス 

基 地 局 を 設 置 し て 地 域 Ｂ Ｗ Ａ ア ク セ ス サ ー ビ ス

を 提 供 す る 高 速 度 デ ー タ 伝 送 役 務 提 供 事 業 者 

様 式 第 三 十

一 の 四 



 

公 衆 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク

セ ス サ ー ビ ス 

公 衆 無 線 Ｌ Ａ Ｎ ア ク セ ス サ ー ビ ス を 提 供 す る 高

速 度 デ ー タ 伝 送 役 務 提 供 事 業 者  

様 式 第 三 十

一 の 五 

衛 星 ア ク セ ス サ ー ビ

ス （ 電 気 通 信 事 業 法

施 行 規 則 様 式 第 四 注

３ で 規 定 す る も の ） 

端 末 系 伝 送 路 設 備 を 設 置 し て 衛 星 ア ク セ ス サ ー

ビ ス を 提 供 す る 高 速 度 デ ー タ 伝 送 役 務 提 供 事 業

者 

様 式 第 三 十

一 の 六 

仮 想 移 動 電 気 通 信

サ ー ビ ス （ 携 帯 電

話 ・ Ｐ Ｈ Ｓ ア ク セ ス

サ ー ビ ス に 係 る も の

に 限 る 。 ） 

次 の い ず れ か に 該 当 す る 電 気 通 信 事 業 者 

一  仮 想 移 動 電 気 通 信 サ ー ビ ス を 提 供 す る 電 気

通 信 事 業 者 で あ つ て 、 四 半 期 末 に お け る 仮 想

移 動 電 気 通 信 サ ー ビ ス の 契 約 数 が 三 万 以 上 で

あ る も の （ 次 号 に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ） 

二  仮 想 移 動 電 気 通 信 サ ー ビ ス を 提 供 す る 電 気

通 信 事 業 者 で あ つ て 、 携 帯 電 話 ・ Ｐ Ｈ Ｓ ア ク

セ ス サ ー ビ ス に 係 る 基 地 局 を 設 置 し て い る 電

気 通 信 事 業 者 の 電 気 通 信 回 線 設 備 と Ｇ Ｐ Ｒ Ｓ

ト ン ネ リ ン グ プ ロ ト コ ル が 用 い ら れ る 通 信 方

式 を 用 い て 接 続 し て い る も の  

様 式 第 三 十

一 の 七 

そ の 他 の 高 速 度 デ ー

タ 伝 送 電 気 通 信 役 務

（ 電 気 通 信 事 業 法 施

行 規 則 第 四 十 条 の 七

の 二 に 規 定 す る も の

を 除 く 。 ） 

そ の 他 の 高 速 度 デ ー タ 伝 送 電 気 通 信 役 務 を 提 供

す る 電 気 通 信 事 業 者 

様 式 第 三 十

二 

 

様式第 29（第９条第１号関係） 

［表略］ 

様式第 29（第９条関係） 

［表同左］ 

様式第 30（第９条第２号関係） ［新設］ 



 

高速度データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告 

    年  月末現在 

サービスの種類           

事業者名           

法人番号           

  態様 

 

区分 

合計 
共同住宅等内にＶＤＳＬ設

備その他の電気通信設備を

用いるもの以外のもの 

共同住宅等内にＶＤＳＬ設

備その他の電気通信設備を

用いるもの 

回線数    

参考事項    
 

注１ サービスの種類の欄は、「光信号伝送用の端末系伝送路設備を設置して提供するＦＴＴ

Ｈアクセスサービス」か「他の電気通信事業者が設置した光信号伝送用の端末系伝送路設

備と自らの電気通信設備を接続して提供するＦＴＴＨアクセスサービス」のいずれかを記

載し、双方を提供する事業者においてはそれぞれ別葉で報告すること。 

２ 電気通信事業法施行規則第 40 条の７の２に規定する電気通信役務の回線数を自らの回線

数に含めないこと。 

３ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合（共同住宅等内にＶＤ

ＳＬ設備その他の電気通信設備を用いるものにあつては、当該電気通信設備を含めて提供

している場合に限る。注４において同じ。）には、当該他の電気通信事業者が当該卸電気

通信役務を利用して提供する電気通信役務の回線数を自らの回線数として含めること。 

４ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合であつて、提供する卸

電気通信役務が他の電気通信事業者から提供を受ける卸電気通信役務の場合（共同住宅等

内にＶＤＳＬ設備その他の電気通信設備を用いるものにあつては、当該電気通信設備を含

めて提供を受ける場合に限る。）には、当該提供する卸電気通信役務を受けて他の電気通

信事業者が提供する回線数を自らの回線数に含めないこと。 

５ 共同住宅等内にＶＤＳＬ設備その他の電気通信設備を用いるＦＴＴＨアクセスサービス

を提供する電気通信事業者以外の者に対し、当該ＦＴＴＨアクセスサービスを提供する場

合には、当該者の当該ＦＴＴＨアクセスサービスに係る回線数を自らの回線数として報告

すること。ただし、当該者の当該ＦＴＴＨアクセスサービスに係る回線数を把握していな

い場合には、当該者が当該ＦＴＴＨアクセスサービスを提供する共同住宅等内の最大戸数

を自らの回線数として報告することとし、「参考事項」の項にその旨を記載すること。 

６ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合であつて、当該他の電

気通信事業者が当該卸電気通信役務を利用して共同住宅等内にＶＤＳＬ設備その他の電気



 

通信設備を用いるＦＴＴＨアクセスサービスを提供する電気通信事業者以外の者に対し、

当該ＦＴＴＨアクセスサービスを提供しているときは、当該者の当該ＦＴＴＨアクセス

サービスに係る回線数を自らの回線数として報告すること。ただし、当該者の当該ＦＴＴ

Ｈアクセスサービスに係る回線数を把握していない場合には、当該者が当該ＦＴＴＨアク

セスサービスを提供する共同住宅等内の最大戸数を自らの回線数として報告することと

し、「参考事項」の項にその旨を記載すること。 

７ 注５及び注６に定めるもののほか、注記すべき事情がある場合には、「参考事項」の項

にその内容を記載すること。 

８ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

様式第 30 の２（第９条第２号関係） 

高速度データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告 

    年  月末現在 

サービスの種類 ＦＴＴＨアクセスサービス 

事業者名           

法人番号           

端末系伝送路設備を設置す

る電気通信事業者名 
法人番号 

共同住宅等内にＶＤＳＬ設

備その他の電気通信設備を

用いるものの回線数 

   

合計  

参考事項  
 

注１ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合には、当該他の電気通

信事業者が当該卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務の回線数を自らの回線数

として含めること。 

 ２ 電気通信事業法施行規則第 40条の７の２に規定する電気通信役務（同条第１号に掲げる

ものを除く。）の回線数を自らの回線数に含めないこと。 

  ３ 「端末系伝送路設備を設置する電気通信事業者名」の欄には、自ら設置する共同住宅等

内のＶＤＳＬ設備その他の電気通信設備と接続する端末系伝送路設備を設置する電気通信

事業者の名称を記載すること。 

４ 記載する事業者名の数に応じ、項を適宜追加することとし、複数の事業者がある場合に

は、回線数の多い順に当該事業者名を記載すること。 

５ 注記すべきことがある場合には、「参考事項」の項にその内容を記載すること。 

６ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

［新設］ 

 

様式第 30 の３（第９条第２号関係） ［新設］ 



 

高速度データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告 

    年  月末現在 

サービスの種類           

事業者名           

法人番号           

回線数 

 

参考事項  
 

注１ サービスの種類の欄は、「ＤＳＬアクセスサービス」か「ＣＡＴＶアクセスサービス」

のいずれかを記載し、双方を提供する事業者においてはそれぞれ別葉で報告すること。 

２ 電気通信事業法施行規則第 40 条の７の２に規定する電気通信役務の回線数を自らの回線

数に含めないこと。 

３ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合には、当該他の電気通

信事業者が当該卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務の回線数を自らの回線数

として含めること。 

４ 注記すべきことがある場合には、「参考事項」の項にその内容を記載すること。 

５ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 

様式第 30 の４（第９条第２号関係） 

高速度データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告 

    年  月末現在 

サービスの種類 ＦＷＡアクセスサービス 

事業者名           

法人番号           

回線数 

 

参考事項  
 

注１ 電気通信事業法施行規則第 40条の７の２に規定する電気通信役務の回線数を自らの回線

数に含めないこと。 

２ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合には、当該他の電気通

信事業者が当該卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務の回線数を自らの回線数

として含めること。 

３ ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービスの回線数は、自らの回線数に含めない

［新設］ 



 

こととし、様式第 30 の５で報告すること。 

４ 注記すべきことがある場合には、「参考事項」の項にその内容を記載すること。 

５ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

様式第 30 の５（第９条第２号関係） 

高速度データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告 

    年  月末現在 

サービスの種類 ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス 

事業者名           

法人番号           

区分 
合計 

回線数（専用型） 回線数（共用型） 

   

参考事項    
 

注１ 電気通信事業法施行規則第 40 条の７の２に規定する電気通信役務の回線数を自らの回線

数に含めないこと。 

２ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合には、当該他の電気通

信事業者が当該卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務の回線数を自らの回線数

として含めること。 

３ 注記すべきことがある場合には、「参考事項」の項にその内容を記載すること。 

４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

［新設］ 

 

 

 

様式第 31（第９条第２号関係） ［新設］ 



 

高速度データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告 

    年  月末現在 

サービスの種類 携帯電話・ＰＨＳアクセスサービス 

事業者名           

法人番号           

１ 自らが最終利用者に提供する回線数 

回線数（電気通信事業法施行規則第 40 条の７の２に規定する電気通信役務の回線数を除

く。） 

 

参考事項  

２ 一次ＭＶＮＯに提供する回線数 

事業者名 法人番号 ⑴ 回線数 

⑵ ⑴のうち、電

気通信事業法施

行規則第 40条の

７の２に規定す

る電気通信役務

の回線数 

⑶ ⑴の回線数か

ら⑵の回線数を

差し引いた回線

数 

     

合計    

参考事項  
 

注１ この様式において、一次ＭＶＮＯとは、自らの電気通信設備と接続し、又は自らが提供

する卸電気通信役務を利用して仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者をい

う。 

２ 継続的な契約関係を有さず利用の都度契約をして提供するサービスの回線数を自らの回

線数に含めないこと。 

３ ローミングサービス（この様式において、他の電気通信事業者が提供する携帯電話・Ｐ

ＨＳアクセスサービスの利用者に対し、当該他の電気通信事業者との提携により、当該他

の電気通信事業者の業務区域以外の区域において提供する携帯電話・ＰＨＳアクセスサー

ビスをいう。）の回線数を自らの回線数に含めないこと。 

４ 他の電気通信事業者に対して提供する卸電気通信役務を当該他の電気通信事業者が利用

して提供する仮想移動電気通信サービスが、無線設備規則第 49条の６の９第１項第１号ヘ

に規定するキャリアアグリゲーション技術その他これに類するものを用いて複数の周波数

を一体として提供されるものであるときは、当該卸電気通信役務の回線数は自らの回線数

に含めないこと。 



 

５ ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービスの回線数は、自らの回線数に含めない

こととし、様式第 30 の５で報告すること。 

６ 「２ 一次ＭＶＮＯに提供する回線数」については、「事業者名」の欄には一次ＭＶＮ

Ｏの名称を、「法人番号」の欄には当該一次ＭＶＮＯの法人番号を記載すること。 

７ 記載する事業者名の数に応じ、項を適宜追加することとし、複数の事業者がある場合に

は、回線数の多い順に事業者名を記載すること。 

８ 注記すべきことがある場合には、「参考事項」の項にその内容を記載すること。 

９ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

様式第 31 の２（第９条第２号関係） 

高速度データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告 

    年  月末現在 

サービスの種類 ローカル５Ｇサービス 

事業者名           

法人番号           

回線数 

 

参考事項  
 

注１ 電気通信事業法施行規則第 40条の７の２に規定する電気通信役務の回線数を自らの回線

数に含めないこと。 

２ 継続的な契約関係を有さず利用の都度契約をして提供するサービスの回線数を自らの回

線数に含めないこと。 

３ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合には、当該他の電気通

信事業者が当該卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務の回線数を自らの回線数

として含めること。 

４ ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービスの回線数は、自らの回線数に含めない

こととし、様式第 30 の５で報告すること。 

５ 注記すべきことがある場合には、「参考事項」の項にその内容を記載すること。 

６ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

［新設］ 

様式第 31 の３（第９条第２号関係） ［新設］ 



 

高速度データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告 

    年  月末現在 

サービスの種類 全国ＢＷＡアクセスサービス 

事業者名           

法人番号           

回線数 

 

参考事項  
 

注１ 電気通信事業法施行規則第 40条の７の２に規定する電気通信役務の回線数を自らの回線

数に含めないこと。 

２ 継続的な契約関係を有さず利用の都度契約をして提供するサービスの回線数を自らの回

線数に含めないこと。 

３ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合には、当該他の電気通

信事業者が当該卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務の回線数を自らの回線数

として含めること。 

４ ローミングサービス（この様式において、他の電気通信事業者が提供するＢＷＡアクセ

スサービス（自営等ＢＷＡアクセスサービスを除く。）の利用者に対し、当該他の電気通

信事業者との提携により、当該他の電気通信事業者の業務区域以外の区域において提供す

る全国ＢＷＡアクセスサービスをいう。）の回線数を自らの回線数に含めないこと。 

５ 他の電気通信事業者に対して提供する卸電気通信役務を当該他の電気通信事業者が利用

して提供する仮想移動電気通信サービスが、無線設備規則第 49条の６の９第１項第１号ヘ

に規定するキャリアアグリゲーション技術その他これに類するものを用いて複数の周波数

を一体として提供されるものであるときは、当該卸電気通信役務の回線数は自らの回線数

に含めないこと。 

６ ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービスの回線数は、自らの回線数に含めない

こととし、様式第 30 の５で報告すること。 

７ 注記すべきことがある場合には、「参考事項」の項にその内容を記載すること。 

８ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

様式第 31 の４（第９条第２号関係） ［新設］ 



 

高速度データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告 

    年  月末現在 

サービスの種類 地域ＢＷＡアクセスサービス 

事業者名           

法人番号           

回線数 

 

参考事項  
 

注１ 電気通信事業法施行規則第 40条の７の２に規定する電気通信役務の回線数を自らの回線

数に含めないこと。 

２ 継続的な契約関係を有さず利用の都度契約をして提供するサービスの回線数を自らの回

線数に含めないこと。 

３ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合には、当該他の電気通

信事業者が当該卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務の回線数を自らの回線数

として含めること。 

４ ローミングサービス（この様式において、他の電気通信事業者が提供するＢＷＡアクセ

スサービス（自営等ＢＷＡアクセスサービスを除く。）の利用者に対し、当該他の電気通

信事業者との提携により、当該他の電気通信事業者の業務区域以外の区域において提供す

る地域ＢＷＡアクセスサービスをいう。）の回線数を自らの回線数に含めないこと。 

５ 他の電気通信事業者に対して提供する卸電気通信役務を当該他の電気通信事業者が利用

して提供する仮想移動電気通信サービスが、無線設備規則第 49条の６の９第１項第１号ヘ

に規定するキャリアアグリゲーション技術その他これに類するものを用いて複数の周波数

を一体として提供されるものであるときは、当該卸電気通信役務の回線数は自らの回線数

に含めないこと。 

６ ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービスの回線数は、自らの回線数に含めない

こととし、様式第 30 の５で報告すること。 

７ 注記すべきことがある場合には、「参考事項」の項にその内容を記載すること。 

８ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

様式第 31 の５（第９条第２号関係） ［新設］ 



 

高速度データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告 

    年  月末現在 

サービスの種類 公衆無線ＬＡＮアクセスサービス 

事業者名           

法人番号           

回線数 

 

参考事項  
 

注１ 電気通信事業法施行規則第 40条の７の２に規定する電気通信役務の回線数を自らの回線

数に含めないこと。 

２ 継続的な契約関係を有さず利用の都度契約をして提供するサービスの回線数を自らの回

線数に含めないこと。 

３ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合には、当該他の電気通

信事業者が当該卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務の回線数を自らの回線数

として含めること。 

４ 自らが提供する他の高速度データ伝送電気通信役務の利用に係る契約を条件として当該

契約をした者に提供する公衆無線ＬＡＮアクセスサービスの回線数を自らの回線数に含め

ないこと。 

５ 注記すべきことがある場合には、「参考事項」の項にその内容を記載すること。 

６ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

様式第 31 の６（第９条第２号関係） 

高速度データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告 

    年  月末現在 

サービスの種類 衛星アクセスサービス 

事業者名           

法人番号           

回線数 

 

参考事項  
 

注１ 電気通信事業法施行規則第 40 条の７の２に規定する電気通信役務の回線数を自らの回線

数に含めないこと。 

２ 継続的な契約関係を有さず利用の都度契約をして提供するサービスの回線数を自らの回

［新設］ 



 

線数に含めないこと。 

３ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合には、当該他の電気通

信事業者が当該卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務の回線数を自らの回線数

として含めること。 

４ 注記すべきことがある場合には、「参考事項」の項にその内容を記載すること。 

５ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

様式第 31 の７（第９条第２号関係） 

高速度データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告 

    年  月末現在 

サービスの種類 仮想移動電気通信サービス（携帯電話・ＰＨＳアクセスサービスに係るもの

に限る。） 

事業者名           

法人番号           

ＭＮＯ 一次ＭＶＮＯ 

⑴ 回線数 

⑵  ⑴ の う

ち、電気通

信事業法施

行規則第 40

条の７の２

に規定する

電気通信役

務（同条第

１号及び第

２号チに掲

げるものを

除く。）の

回線数 

⑶ ⑴の回線

数から⑵の

回線数を差

し引いた回

線数 

事業 

者名 

法人 

番号 

事業 

者名 

法人 

番号 

       

合計    

参考事項  
 

注１ この様式において、ＭＮＯとは、基地局を設置して携帯電話・ＰＨＳアクセスサービス

を提供する電気通信事業者をいう。 

２ この様式において、一次ＭＶＮＯとは、ＭＮＯの電気通信回線設備と接続し、又はＭＮ

Ｏが提供する卸電気通信役務を利用して仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事

業者をいう。 

［新設］ 

 



 

 

３ 継続的な契約関係を有さず利用の都度契約をして提供するサービスの回線数を自らの回

線数に含めないこと。 

４ 卸電気通信役務を利用して提供する仮想移動電気通信サービス（携帯電話・ＰＨＳアク

セスサービスに係るものに限る。）が、無線設備規則第 49 条の６の９第１項第１号ヘに

規定するキャリアアグリゲーション技術その他これに類するものを用いて複数の周波数を

一体として提供するものであるときは、当該電気通信役務の回線数は自らの回線数に含め

ないこと。 

５ ＭＮＯごと及び一次ＭＶＮＯごとに回線数を記載することとし、記載する事業者名の数

に応じ、項を適宜追加すること。 

６ 自らが一次ＭＶＮＯである場合、一次ＭＶＮＯの「事業者名」及び「法人番号」の欄に

は、自らの名称及び法人番号を記載すること。 

７ 注記すべきことがある場合には、「参考事項」の項にその内容を記載すること。 

８ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

様式第 32（第９条第２号関係） 

高速度データ伝送電気通信役務に係る回線数等状況報告 

    年  月末現在 

サービスの種類           

事業者名           

法人番号           

回線数 

 

参考事項  
 

注１ サービスの種類ごとに別葉とすること。 

２ 電気通信事業法施行規則第 40 条の７の２に規定する電気通信役務の回線数を自らの回線

数に含めないこと。 

３ 継続的な契約関係を有さず利用の都度契約をして提供するサービスの回線数を自らの回

線数に含めないこと。 

４ 他の電気通信事業者に対し、卸電気通信役務を提供している場合には、当該他の電気通

信事業者が当該卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務の回線数を自らの回線数

として含めること。 

５ 注記すべきことがある場合には、「参考事項」の項にその内容を記載すること。 

６ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

［新設］ 

 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。  



 

 （ 第 一 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 係 る 第 一 種 交 付 金 及 び 第 一 種 負 担 金 算 定 等 規 則 の 一 部

改 正 ）  

第 三 条  第 一 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 係 る 第 一 種 交 付 金 及 び 第 一 種 負 担 金 算 定 等 規 則

（ 平 成 十 四 年 総 務 省 令 第 六 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ）

を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は

破 線 で 囲 ん だ 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定

は 、 こ れ を 削 る 。



 

 

改  正  後 改  正  前 

目 次 

［ 第 一 章 ・ 第 二 章  略 ］ 

第 三 章  第 一 種 負 担 金 （ 第 二 十 三 条― 第 二 十 九 条 ） 

附 則  

目 次 

［ 第 一 章 ・ 第 二 章  同 上 ］ 

第 三 章 第 一 種 負 担 金 （ 第 二 十 三 条― 第 二 十 九 条 ） 

 第 四 章 支 援 機 関 （ 第 三 十 条― 第 三 十 九 条 ） 

附 則 

（ 遵 守 義 務 ）  

第 三 条  第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 、 算 定 対 象 電 気 通 信 事 業 者 （ 第 二 十 三 条 に 規 定 す る 電 気 通 信

事 業 者 を い う 。 ） 、 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 又 は 支 援 機 関 は 、 第 一 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供

に 係 る 第 一 種 交 付 金 の 額 及 び 第 一 種 負 担 金 の 額 の 算 定 方 法 並 び に 延 滞 金 を 計 算 す る た め に 乗 じ

る 率 そ の 他 第 一 種 交 付 金 及 び 第 一 種 負 担 金 に 関 し て こ の 省 令 の 定 め る と こ ろ に よ ら な け れ ば な

ら な い 。 た だ し 、 特 別 の 理 由 が あ る 場 合 に は 、 総 務 大 臣 の 許 可 を 受 け て 、 こ の 省 令 の 規 定 に よ

ら な い こ と が で き る 。  

 

（ 第 一 種 交 付 金 の 額 の 算 定 方 法 等 ） 

（ 遵 守 義 務 ）  

第 三 条 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 、 算 定 対 象 電 気 通 信 事 業 者 （ 第 二 十 三 条 に 規 定 す る 電 気 通 信

事 業 者 を い う 。 ） 、 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 又 は 支 援 機 関 は 、 第 一 号 基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供

に 係 る 第 一 種 交 付 金 の 額 及 び 第 一 種 負 担 金 の 額 の 算 定 方 法 、 延 滞 金 を 計 算 す る た め に 乗 じ る

率 、 支 援 業 務 規 程 の 記 載 事 項 、 帳 簿 の 備 付 方 法 及 び 記 載 事 項 又 は 記 録 事 項 そ の 他 第 一 号 基 礎 的

電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 係 る 第 一 種 交 付 金 及 び 第 一 種 負 担 金 並 び に 支 援 機 関 の 業 務 に 関 し て こ の

省 令 の 定 め る と こ ろ に よ ら な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 特 別 の 理 由 が あ る 場 合 に は 、 総 務 大 臣

の 許 可 を 受 け て 、 こ の 省 令 の 規 定 に よ ら な い こ と が で き る 。  

（ 第 一 種 交 付 金 の 額 の 算 定 方 法 等 ） 

第 五 条  ［ 略 ］ 

２ ［ 略 ］ 

 一 各 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 補 填 対 象 額 に 当 該 補 填 対 象 額 の 割 合 で 案 分 し た 支 援 機 関 の

第 一 種 支 援 業 務 （ 法 第 百 七 条 第 一 号 に 掲 げ る 業 務 及 び 同 条 第 三 号 に 規 定 す る 業 務 の う ち 同 条

第 一 号 に 掲 げ る 業 務 に 附 帯 す る 業 務 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 係 る 費 用 の 額 を 加 え た も の か

ら 、 次 の イ か ら ニ ま で に 掲 げ る 額 の 合 計 額 を 控 除 し た 額 

  ［ イ ～ ニ 略 ］ 

 ［ 二  略 ］ 

［ ３ ・ ４ 略 ］ 

第 五 条 ［ 同 上 ］ 

２ ［ 同 上 ］  

 一 各 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 補 填 対 象 額 に 当 該 補 填 対 象 額 の 割 合 で 案 分 し た 支 援 機 関 の

支 援 業 務 に 係 る 費 用 の 額 を 加 え た も の か ら 、 次 の イ か ら ニ ま で に 掲 げ る 額 の 合 計 額 を 控 除 し

た 額 

 

［ イ ～ ニ 同 上 ］ 

 ［ 二 同 上 ］ 

［ ３ ・ ４ 同 上 ］ 

（ 他 人 資 本 費 用 、 自 己 資 本 費 用 及 び 利 益 対 応 税 ） （ 他 人 資 本 費 用 、 自 己 資 本 費 用 及 び 利 益 対 応 税 ） 

第 十 七 条  接 続 料 規 則 第 十 一 条 （ 第 三 項 た だ し 書 及 び 第 五 項 た だ し 書 の 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 十 二

条 （ 第 五 項 の 規 定 を 除 く 。 ） 及 び 第 十 三 条 の 規 定 は 、 設 備 管 理 部 門 の 原 価 を 構 成 す る 他 人 資 本

費 用 、 自 己 資 本 費 用 及 び 利 益 対 応 税 の 計 算 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 次 の 表 の 上

欄 に 掲 げ る 接 続 料 規 則 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句

に 読 み 替 え る も の と す る 。 

第 十 七 条 ［ 同 上 ］ 

 

 

 

 



 

第 十 一 条 第 一 項  一 般 法 定 機 能 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 提 供 す る 第 一 号 基

礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 係 る 第 一 種 交 付 金 及

び 第 一 種 負 担 金 算 定 等 規 則 第 十 二 条 第 二 項 に 規

定 す る 電 気 通 信 役 務 （ 卸 電 気 通 信 役 務 を 含 む 。

以 下 「 第 一 号 算 定 対 象 電 気 通 信 役 務 」 と い う 。

） 

 一般法定機能 第一号算定対象電気通信役務 

第 十 一 条 第 二 項  一 般 法 定 機 能 第 一 号 算 定 対 象 電 気 通 信 役 務  

 一般法定機能 第一号算定対象電気通信役務 

 対象設備等 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種

交付金及び第一種負担金算定等規則第十五条第

三項の電気通信設備、これの附属設備並びにこ

れらを設置する土地及び施設（次項及び第五項

において「第一種算定対象設備等」という。） 

第 十 一 条 第 三 項  対 象 設 備 等 第 一 種 算 定 対 象 設 備 等  

 ［ 略 ］ ［ 略 ］ 

［ 略 ］  ［ 略 ］ ［ 略 ］ 

第 十 一 条 第 五 項  対 象 設 備 等 の 第 一 種 指

定 設 備 管 理 運 営 費 （ 減

価 償 却 費 、 固 定 資 産 除

却 損 及 び 租 税 公 課 相 当

額 を 除 く 。 ） 

第 一 種 算 定 対 象 設 備 等 の 設 備 管 理 運 営 費 （ 減 価

償 却 費 、 通 信 設 備 使 用 料 及 び 固 定 資 産 税 相 当 額

を 除 く 。 ）  

 一般法定機能の 第一号算定対象電気通信役務の 

 一般法定機能に係る接 

続料 

電気通信役務に関する利用者料金並びに当該電

気通信役務の提供に関し他の電気通信事業者と

の間で締結する電気通信設備の接続に関する協

定及び卸電気通信役務の提供に関する契約によ

り取得する金額又は料金 

第 十 二 条 第 一 項 及 び

第 十 三 条 第 一 項  

一 般 法 定 機 能 第 一 号 算 定 対 象 電 気 通 信 役 務  

一般法定機能 第一号算定対象電気通信役務 
 

第 十 一 条 第 一 項  一 般 法 定 機 能 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 提 供 す る 第 一 号 基

礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 係 る 第 一 種 交 付 金 及

び 第 一 種 負 担 金 算 定 等 規 則 第 十 二 条 第 二 項 に 規

定 す る 電 気 通 信 役 務 （ 卸 電 気 通 信 役 務 を 含 む 。

以 下 「 算 定 対 象 電 気 通 信 役 務 」 と い う 。 ） 

 

 一般法定機能 算定対象電気通信役務 

第 十 一 条 第 二 項  一 般 法 定 機 能 算 定 対 象 電 気 通 信 役 務  

 一般法定機能 算定対象電気通信役務 

 対象設備等 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種

交付金及び第一種負担金算定等規則第十五条第

三項の電気通信設備、これの附属設備並びにこ

れらを設置する土地及び施設（次項及び第五項

において「算定対象設備等」という。） 

第 十 一 条 第 三 項  対 象 設 備 等 算 定 対 象 設 備 等  

 ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

第 十 一 条 第 五 項  対 象 設 備 等 の 第 一 種 指

定 設 備 管 理 運 営 費 （ 減

価 償 却 費 、 固 定 資 産 除

却 損 及 び 租 税 公 課 相 当

額 を 除 く 。 ） 

算 定 対 象 設 備 等 の 設 備 管 理 運 営 費 （ 減 価 償 却

費 、 通 信 設 備 使 用 料 及 び 固 定 資 産 税 相 当 額 を 除

く 。 ） 

 一般法定機能の 算定対象電気通信役務の 

 一般法定機能に係る接

続料 

電気通信役務に関する料金並びに当該電気通信

役務の提供に関し他の電気通信事業者との間で

締結する電気通信設備の接続に関する協定及び

卸電気通信役務の提供に関する契約により取得

する金額又は料金 
第 十 二 条 第 一 項 及 び

第 十 三 条 第 一 項  

一 般 法 定 機 能 算 定 対 象 電 気 通 信 役 務  

一般法定機能 算定対象電気通信役務 
 

（ 他 人 資 本 費 用 、 自 己 資 本 費 用 及 び 利 益 対 応 税 ） （ 他 人 資 本 費 用 、 自 己 資 本 費 用 及 び 利 益 対 応 税 ） 

第 二 十 一 条  接 続 料 規 則 第 十 一 条 （ 第 三 項 た だ し 書 及 び 第 五 項 た だ し 書 の 規 定 を 除 く 。 ） 、 第 十

二 条 （ 第 五 項 の 規 定 を 除 く 。 ） 及 び 第 十 三 条 の 規 定 は 、 設 備 利 用 部 門 の 原 価 を 構 成 す る 他 人 資

本 費 用 、 自 己 資 本 費 用 及 び 利 益 対 応 税 の 計 算 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 次 の 表 の

上 欄 に 掲 げ る 接 続 料 規 則 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字

第 二 十 一 条  ［ 同 上 ］ 

 

 

 



 

句 に 読 み 替 え る も の と す る 。 

第 十 一 条 第 一 項  一 般 法 定 機 能 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 提 供 す る 第 一 号 基

礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 係 る 第 一 種 交 付 金 及

び 第 一 種 負 担 金 算 定 等 規 則 第 十 二 条 第 二 項 に 規

定 す る 電 気 通 信 役 務 （ 卸 電 気 通 信 役 務 を 含 む 。

以 下 「 第 一 号 算 定 対 象 電 気 通 信 役 務 」 と い う 。

） 

 一般法定機能 第一号算定対象電気通信役務 

第 十 一 条 第 二 項  一 般 法 定 機 能 第 一 号 算 定 対 象 電 気 通 信 役 務  

 一般法定機能 第一号算定対象電気通信役務 

 ［略］ ［略］ 

［ 略 ］  ［ 略 ］ ［ 略 ］ 

   

第 十 一 条 第 五 項  ［略］ ［略］ 

 一般法定機能の 第一号算定対象電気通信役務の 

 一般法定機能に係る

接続料 

電気通信役務に関する利用者料金並びに当該電

気通信役務の提供に関し他の電気通信事業者と

の間で締結する電気通信設備の接続に関する協

定及び卸電気通信役務の提供に関する契約によ

り取得する金額又は料金 

第 十 二 条 第 一 項 及 び

第 十 三 条 第 一 項  

一 般 法 定 機 能 第 一 号 算 定 対 象 電 気 通 信 役 務  

一般法定機能 第一号算定対象電気通信役務 
 

 

第 十 一 条 第 一 項  一 般 法 定 機 能 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 提 供 す る 第 一 号 基

礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 係 る 第 一 種 交 付 金 及

び 第 一 種 負 担 金 算 定 等 規 則 第 十 二 条 第 二 項 に 規

定 す る 電 気 通 信 役 務 （ 卸 電 気 通 信 役 務 を 含 む 。

以 下 「 算 定 対 象 電 気 通 信 役 務 」 と い う 。 ） 

 

 一般法定機能 算定対象電気通信役務 

第 十 一 条 第 二 項  一 般 法 定 機 能 算 定 対 象 電 気 通 信 役 務  

 一般法定機能 算定対象電気通信役務 

 ［同左］ ［同左］ 

［ 同 上 ］  ［ 同 上 ］ ［ 同 上 ］ 

   

第 十 一 条 第 五 項  ［同左］ ［同左］ 

 一般法定機能の 算定対象電気通信役務の 

 一般法定機能に係る接

続料 

電気通信役務に関する料金並びに当該電気通信

役務の提供に関し他の電気通信事業者との間で

締結する電気通信設備の接続に関する協定及び

卸電気通信役務の提供に関する契約により取得

する金額又は料金 

第 十 二 条 第 一 項 及 び

第 十 三 条 第 一 項  

一 般 法 定 機 能 算 定 対 象 電 気 通 信 役 務  

一般法定機能 算定対象電気通信役務 
 

（ 第 一 種 交 付 金 の 交 付 の 特 例 ） （ 第 一 種 交 付 金 の 交 付 の 特 例 ） 

第 二 十 二 条  支 援 機 関 は 、 法 第 百 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 認 可 を 受 け た 第 一 種 交 付 金 の 額 に か か

わ ら ず 、 第 一 種 負 担 金 を 納 付 す べ き 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 に つ き 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 由 の い ず

れ か が 生 じ た 場 合 に は 、 当 該 事 由 が 生 じ た 時 期 以 降 に 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 に 交 付 す べ き

第 一 種 交 付 金 の 額 か ら 、 当 該 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 が 負 担 す べ き 第 一 種 負 担 金 の 額 を 補 填 対 象

額 と 第 一 種 支 援 業 務 に 係 る 費 用 の 額 の 比 率 で 案 分 し た 額 の う ち 補 填 対 象 額 に 係 る 額 を 減 ず る こ

と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 が 納 付 す べ き 第 一 種 負 担 金 を 基 礎

と し て 第 一 種 交 付 金 を 交 付 す べ き 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 が 二 以 上 あ る と き は 、 第 一 種 適 格

電 気 通 信 事 業 者 ご と に 第 一 種 交 付 金 の 額 か ら 減 ず る こ と が で き る 第 一 種 負 担 金 の 額 は 、 当 該 第

一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 に 交 付 す べ き 第 一 種 交 付 金 の 額 の 割 合 に よ る も の と す る 。 

［ 一 ～ 四 略 ］ 

２ 支 援 機 関 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 第 一 種 交 付 金 の 額 を 減 じ た 場 合 に お い て 、 前 項 各 号 に 掲 げ る

事 由 に 関 し て 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 か ら 第 一 種 負 担 金 の 額 の 全 部 又 は 一 部 が 納 付 さ れ た 場 合 に

第 二 十 二 条  支 援 機 関 は 、 法 第 百 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 認 可 を 受 け た 第 一 種 交 付 金 の 額 に か か

わ ら ず 、 第 一 種 負 担 金 を 納 付 す べ き 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 に つ き 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 由 の い ず

れ か が 生 じ た 場 合 に は 、 当 該 事 由 が 生 じ た 時 期 以 降 に 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 に 交 付 す べ き

第 一 種 交 付 金 の 額 か ら 、 当 該 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 が 負 担 す べ き 第 一 種 負 担 金 の 額 を 補 填 対 象

額 と 支 援 機 関 の 支 援 業 務 に 係 る 費 用 の 額 の 比 率 で 案 分 し た 額 の う ち 補 填 対 象 額 に 係 る 額 を 減 ず

る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 が 納 付 す べ き 第 一 種 負 担 金 を

基 礎 と し て 第 一 種 交 付 金 を 交 付 す べ き 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 が 二 以 上 あ る と き は 、 第 一 種

適 格 電 気 通 信 事 業 者 ご と に 第 一 種 交 付 金 の 額 か ら 減 ず る こ と が で き る 第 一 種 負 担 金 の 額 は 、 当

該 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 に 交 付 す べ き 第 一 種 交 付 金 の 額 の 割 合 に よ る も の と す る 。 

［ 一 ～ 四 同 上 ］ 

２ 支 援 機 関 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 第 一 種 交 付 金 の 額 を 減 じ た 場 合 に お い て 、 前 項 各 号 に 掲 げ る

事 由 に 関 し て 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 か ら 第 一 種 負 担 金 の 額 の 全 部 又 は 一 部 が 納 付 さ れ た 場 合 に



 

は 、 当 該 納 付 さ れ た 額 を 補 填 対 象 額 と 第 一 種 支 援 業 務 に 係 る 費 用 の 額 の 比 率 で 案 分 し た 額 の う

ち 補 填 対 象 額 に 係 る 額 を 、 第 一 種 交 付 金 と し て 速 や か に 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 に 交 付 し な

け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 が 納 付 す べ き 第 一 種 負 担 金 を

基 礎 と し て 第 一 種 交 付 金 を 交 付 す べ き 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 が 二 以 上 あ る と き は 、 第 一 種

適 格 電 気 通 信 事 業 者 ご と に 交 付 す べ き 第 一 種 交 付 金 の 額 は 、 当 該 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 に

交 付 す べ き 第 一 種 交 付 金 の 額 の 割 合 に よ る も の と す る 。  

は 、 当 該 納 付 さ れ た 額 を 補 填 対 象 額 と 支 援 機 関 の 支 援 業 務 に 係 る 費 用 の 額 の 比 率 で 案 分 し た 額

の う ち 補 填 対 象 額 に 係 る 額 を 、 第 一 種 交 付 金 と し て 速 や か に 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 に 交 付

し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 が 納 付 す べ き 第 一 種 負 担

金 を 基 礎 と し て 第 一 種 交 付 金 を 交 付 す べ き 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 が 二 以 上 あ る と き は 、 第

一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 ご と に 交 付 す べ き 第 一 種 交 付 金 の 額 は 、 当 該 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業

者 に 交 付 す べ き 第 一 種 交 付 金 の 額 の 割 合 に よ る も の と す る 。  

（ 第 一 種 負 担 金 の 額 の 算 定 方 法 等 ） （ 第 一 種 負 担 金 の 額 の 算 定 方 法 等 ） 

第 二 十 七 条  法 第 百 十 条 第 二 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 方 法 は 、 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 ご と に 、

総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 方 法 に よ り 支 援 機 関 が 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 ご と に 算 定 す る 各 月

の 一 電 気 通 信 番 号 当 た り の 第 一 種 負 担 金 の 額 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 番 号 単 価 」 と い う 。 ） に

第 四 項 の 規 定 に よ り 総 務 大 臣 が 支 援 機 関 に 通 知 し た 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 ご と の 毎 月 末 の 電 気

通 信 番 号 の 数 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 算 定 対 象 電 気 通 信 番 号 の 数 」 と い う 。 ） を そ れ

ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 を 合 計 す る こ と に よ り 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 ご と の 第 一 種 負 担 金 の 額 を 算 定

す る も の と す る 。 た だ し 、 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 の 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 ご と に 算 定 し た

第 一 種 負 担 金 の 額 に 当 該 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 算 定 自 己 負 担 額 を 加 え た 額 が 、 各 第 一 種

適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 補 填 対 象 額 （ 第 五 条 第 三 項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に は 、 同 項 に 規 定 す

る 控 除 し て 得 た 額 に 満 た な い 額 に 当 該 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 算 定 自 己 負 担 額 を 加 え た 額

と す る 。 た だ し 、 同 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 第 一 種 交 付 金 の 額 が 零 と な る 場 合 に は 、 零 と す

る 。 ） に 各 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 補 填 対 象 額 の 割 合 で 案 分 し た 第 一 種 支 援 業 務 に 係 る 費

用 の 額 を 加 え た 額 を 超 え る 月 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 最 終 算 定 月 」 と い う 。 ） に つ い て は 、 接

続 電 気 通 信 事 業 者 等 の 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 ご と に 算 定 し た 第 一 種 負 担 金 の 額 に 当 該 第 一

種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 算 定 自 己 負 担 額 を 加 え た 額 が 、 各 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 補 填 対

象 額 （ 第 五 条 第 三 項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に は 、 同 項 に 規 定 す る 控 除 し て 得 た 額 に 満 た な い

額 に 当 該 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 算 定 自 己 負 担 額 を 加 え た 額 と す る 。 た だ し 、 同 項 の 規 定

に よ り 算 定 し た 第 一 種 交 付 金 の 額 が 零 と な る 場 合 に は 、 零 と す る 。 ） に 各 第 一 種 適 格 電 気 通 信

事 業 者 の 補 填 対 象 額 の 割 合 で 案 分 し た 第 一 種 支 援 業 務 に 係 る 費 用 の 額 を 加 え た 額 と 同 額 と な る

た め に 必 要 な 額 に 、 各 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 の 当 該 月 の 算 定 対 象 電 気 通 信 番 号 の 数 を 、 当 該 月

の 算 定 対 象 電 気 通 信 番 号 の 総 数 （ 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 の 算 定 対 象 電 気 通 信 番 号 の 合 計 数 に 自

ら 第 一 種 交 付 金 の 交 付 を 受 け る 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 当 該 月 の 算 定 対 象 電 気 通 信 番 号 の

数 を 加 え た も の を い う 。 ） で 除 し て 得 た 数 値 （ 小 数 点 以 下 七 位 未 満 を 四 捨 五 入 し て 得 た 数 値 と

す る 。 ） を 乗 じ る 方 法 と す る 。 

［ ２ 略 ］  

３ 支 援 機 関 は 、 番 号 単 価 を 算 定 し た 場 合 は 、 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 及 び 各 接 続 電 気 通 信 事

業 者 等 （ 第 二 十 五 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 類 を 支 援 機 関 に 提 出 し た 場 合 に 限

る 。 ） に そ の 旨 を 通 知 す る ほ か 、 速 や か に 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 す る こ と に よ り 、 当 該 番 号

単 価 が 適 用 さ れ る 間 、 こ れ を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。  

第 二 十 七 条  法 第 百 十 条 第 二 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 方 法 は 、 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 ご と に 、

総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 方 法 に よ り 支 援 機 関 が 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 ご と に 算 定 す る 各 月

の 一 電 気 通 信 番 号 当 た り の 第 一 種 負 担 金 の 額 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 番 号 単 価 」 と い う 。 ） に

第 四 項 の 規 定 に よ り 総 務 大 臣 が 支 援 機 関 に 通 知 し た 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 ご と の 毎 月 末 の 電 気

通 信 番 号 の 数 （ 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 算 定 対 象 電 気 通 信 番 号 の 数 」 と い う 。 ） を そ れ

ぞ れ 乗 じ て 得 た 額 を 合 計 す る こ と に よ り 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 ご と の 第 一 種 負 担 金 の 額 を 算 定

す る も の と す る 。 た だ し 、 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 の 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 ご と に 算 定 し た

第 一 種 負 担 金 の 額 に 当 該 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 算 定 自 己 負 担 額 を 加 え た 額 が 、 各 第 一 種

適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 補 填 対 象 額 （ 第 五 条 第 三 項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に は 、 同 項 に 規 定 す

る 控 除 し て 得 た 額 に 満 た な い 額 に 当 該 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 算 定 自 己 負 担 額 を 加 え た 額

と す る 。 た だ し 、 同 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 第 一 種 交 付 金 の 額 が 零 と な る 場 合 に は 、 零 と す

る 。 ） に 各 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 補 填 対 象 額 の 割 合 で 案 分 し た 支 援 機 関 の 支 援 業 務 に 係

る 費 用 の 額 を 加 え た 額 を 超 え る 月 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 最 終 算 定 月 」 と い う 。 ） に つ い て

は 、 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 の 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 ご と に 算 定 し た 第 一 種 負 担 金 の 額 に 当

該 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 算 定 自 己 負 担 額 を 加 え た 額 が 、 各 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の

補 填 対 象 額 （ 第 五 条 第 三 項 の 規 定 が 適 用 さ れ る 場 合 に は 、 同 項 に 規 定 す る 控 除 し て 得 た 額 に 満

た な い 額 に 当 該 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 算 定 自 己 負 担 額 を 加 え た 額 と す る 。 た だ し 、 同 項

の 規 定 に よ り 算 定 し た 第 一 種 交 付 金 の 額 が 零 と な る 場 合 に は 、 零 と す る 。 ） に 各 第 一 種 適 格 電

気 通 信 事 業 者 の 補 填 対 象 額 の 割 合 で 案 分 し た 支 援 機 関 の 支 援 業 務 に 係 る 費 用 の 額 を 加 え た 額 と

同 額 と な る た め に 必 要 な 額 に 、 各 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 の 当 該 月 の 算 定 対 象 電 気 通 信 番 号 の 数

を 、 当 該 月 の 算 定 対 象 電 気 通 信 番 号 の 総 数 （ 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 の 算 定 対 象 電 気 通 信 番 号 の

合 計 数 に 自 ら 第 一 種 交 付 金 の 交 付 を 受 け る 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 当 該 月 の 算 定 対 象 電 気

通 信 番 号 の 数 を 加 え た も の を い う 。 ） で 除 し て 得 た 数 値 （ 小 数 点 以 下 七 位 未 満 を 四 捨 五 入 し て

得 た 数 値 と す る 。 ） を 乗 じ る 方 法 と す る 。 

［ ２ 同 上 ］   

３ 支 援 機 関 は 、 番 号 単 価 を 算 定 し た 場 合 は 、 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 及 び 各 接 続 電 気 通 信 事

業 者 等 （ 第 二 十 五 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書 類 を 支 援 機 関 に 提 出 し た 場 合 に 限

る 。 ） に そ の 旨 を 通 知 す る ほ か 、 速 や か に 、 支 援 機 関 の 主 た る 事 務 所 に お い て 公 衆 の 見 や す い

よ う に 掲 示 す る と と も に 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 す る こ と に よ り 、 当 該 番 号 単 価 が 適 用 さ れ る



 

 

４ 総 務 大 臣 は 、 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 （ 昭 和 六 十 三 年 郵 政 省 令 第 四 十 六 号 。 次 項 に お い て 「 報

告 規 則 」 と い う 。 ） 第 九 条 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ り 電 気 通 信 番 号 の 数 の 報

告 を 受 け た と き は 、 遅 滞 な く 、 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 及 び 第 一 種 負 担 金 を 納 付 す べ き 接 続

電 気 通 信 事 業 者 等 ご と の 電 気 通 信 番 号 の 数 を 支 援 機 関 に 通 知 す る も の と す る 。 た だ し 、 当 該 報

告 が な い 場 合 に は 、 直 近 に お い て 報 告 さ れ た 電 気 通 信 番 号 の 数 を 用 い る こ と が で き る も の と す

る 。  

５ 前 項 の 通 知 に お い て 、 法 第 百 十 条 第 二 項 の 認 可 を 受 け た 年 度 開 始 の 日 か ら 最 終 算 定 月 ま で の

間 に 前 項 の 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 が 分 割 又 は 譲 渡 し に よ り 電 気 通 信 事 業 の 一 部 を 報 告 規 則 第 九

条 第 一 号 に 規 定 す る 一 部 承 継 事 業 者 等 に 承 継 さ せ た 場 合 又 は 譲 り 渡 し た 場 合 に は 、 当 該 一 部 承

継 事 業 者 等 が 承 継 し た 電 気 通 信 事 業 又 は 譲 り 受 け た 電 気 通 信 事 業 に 係 る 電 気 通 信 番 号 の 数 （ 複

数 の 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 か ら 承 継 し た 電 気 通 信 事 業 又 は 譲 り 受 け た 電 気 通 信 事 業 に 係 る 別 表

第 十 一 に 掲 げ る 電 気 通 信 番 号 の 種 別 が 同 一 の も の で あ る 場 合 は 、 各 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 の 直

近 に お い て 報 告 さ れ た 電 気 通 信 番 号 の 数 の 割 合 で 案 分 し た 数 （ 小 数 点 以 下 一 位 未 満 を 四 捨 五 入

し て 得 た 数 ） と す る 。 ） を 当 該 分 割 又 は 譲 渡 し を し た 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 の 電 気 通 信 番 号 の

数 に 含 め る こ と と す る 。 

［ ６ ・ ７ 略 ］  

間 、 こ れ を 公 表 し な け れ ば な ら な い 。 

４ 総 務 大 臣 は 、 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 （ 昭 和 六 十 三 年 郵 政 省 令 第 四 十 六 号 。 次 項 に お い て 「 報

告 規 則 」 と い う 。 ） 第 九 条 の 規 定 に よ り 電 気 通 信 番 号 の 数 の 報 告 を 受 け た と き は 、 遅 滞 な く 、

第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 及 び 第 一 種 負 担 金 を 納 付 す べ き 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 ご と の 電 気 通

信 番 号 の 数 を 支 援 機 関 に 通 知 す る も の と す る 。 た だ し 、 当 該 報 告 が な い 場 合 に は 、 直 近 に お い

て 報 告 さ れ た 電 気 通 信 番 号 の 数 を 用 い る こ と が で き る も の と す る 。  

 

５ 前 項 の 通 知 に お い て 、 法 第 百 十 条 第 二 項 の 認 可 を 受 け た 年 度 開 始 の 日 か ら 最 終 算 定 月 ま で の

間 に 前 項 の 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 が 分 割 又 は 譲 渡 し に よ り 電 気 通 信 事 業 の 一 部 を 報 告 規 則 第 九

条 に 規 定 す る 一 部 承 継 事 業 者 等 に 承 継 さ せ た 場 合 又 は 譲 り 渡 し た 場 合 に は 、 当 該 一 部 承 継 事 業

者 等 が 承 継 し た 電 気 通 信 事 業 又 は 譲 り 受 け た 電 気 通 信 事 業 に 係 る 電 気 通 信 番 号 の 数 （ 複 数 の 接

続 電 気 通 信 事 業 者 等 か ら 承 継 し た 電 気 通 信 事 業 又 は 譲 り 受 け た 電 気 通 信 事 業 に 係 る 別 表 第 十 一

に 掲 げ る 電 気 通 信 番 号 の 種 別 が 同 一 の も の で あ る 場 合 は 、 各 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 の 直 近 に お

い て 報 告 さ れ た 電 気 通 信 番 号 の 数 の 割 合 で 案 分 し た 数 （ 小 数 点 以 下 一 位 未 満 を 四 捨 五 入 し て 得

た 数 ） と す る 。 ） を 当 該 分 割 又 は 譲 渡 し を し た 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 の 電 気 通 信 番 号 の 数 に 含

め る こ と と す る 。 

［ ６ ・ ７ 同 上 ］  

（ 第 一 種 負 担 金 の 額 等 の 認 可 申 請 等 ） （ 第 一 種 負 担 金 の 額 等 の 認 可 申 請 等 ） 

第 二 十 八 条  ［ 略 ］  

［ 一 ～ 六 略 ］ 

七 法 第 百 十 二 条 の 規 定 に 基 づ き 区 分 し て 整 理 し た 前 年 度 の 第 一 種 支 援 業 務 に 係 る 経 理 の 状 況 

八 第 一 種 支 援 業 務 に 係 る 費 用 の 算 定 方 法 及 び そ の 算 定 結 果  

［ ２ 略 ］  

第 二 十 八 条  ［ 同 上 ］  

［ 一 ～ 六 同 上 ］ 

七 法 第 百 十 二 条 の 規 定 に 基 づ き 区 分 し て 整 理 し た 前 年 度 の 支 援 業 務 に 係 る 経 理 の 状 況 

八 支 援 業 務 に 係 る 費 用 の 算 定 方 法 及 び そ の 算 定 結 果 

［ ２ 同 上 ］   

［ 削 る ］ 第 四 章  支 援 機 関 

 （ 指 定 の 申 請 ） 

 第 三 十 条  法 第 百 六 条 の 規 定 に よ る 指 定 （ 以 下 「 指 定 」 と い う 。 ） を 受 け よ う と す る 者 は 、 次 に

掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

一 名 称 及 び 住 所 

二 支 援 業 務 を 行 お う と す る 事 務 所 の 名 称 及 び 所 在 地 
三 支 援 業 務 を 開 始 し よ う と す る 日 

２ 前 項 の 申 請 書 に は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え な け れ ば な ら な い 。  

一 定 款 の 謄 本 及 び 登 記 事 項 証 明 書 

二 申 請 の 日 の 属 す る 事 業 年 度 の 前 事 業 年 度 に お け る 財 産 目 録 及 び 貸 借 対 照 表 （ た だ し 、 申 請

の 日 の 属 す る 事 業 年 度 に 設 立 さ れ た 法 人 に あ っ て は 、 そ の 設 立 時 に お け る 財 産 目 録 ） 

三 申 請 の 日 の 属 す る 事 業 年 度 及 び 翌 事 業 年 度 に お け る 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 

四 指 定 の 申 請 に 関 す る 意 思 の 決 定 を 証 す る 書 類 



 

五 役 員 の 氏 名 及 び 経 歴 を 記 載 し た 書 類 

六 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 事 項 を 記 載 し た 書 類 

七 支 援 業 務 を 行 お う と す る 事 務 所 ご と に 支 援 業 務 用 設 備 の 概 要 及 び 整 備 計 画 を 記 載 し た 書 類 

八 現 に 行 っ て い る 業 務 の 概 要 を 記 載 し た 書 類 

九 支 援 業 務 の 実 施 の 方 法 に 関 す る 計 画 を 記 載 し た 書 類 

十 そ の 他 参 考 と な る 事 項 を 記 載 し た 書 類 

 （ 支 援 機 関 の 名 称 等 の 変 更 の 届 出 ） 

 第 三 十 一 条  支 援 機 関 は 、 そ の 名 称 若 し く は 住 所 又 は 支 援 業 務 を 行 う 事 務 所 の 所 在 地 を 変 更 し よ

う と す る と き は 、 変 更 し よ う と す る 日 の 二 週 間 前 ま で に 、 そ の 旨 を 総 務 大 臣 に 届 け 出 な け れ ば

な ら な い 。  

２ 総 務 大 臣 は 、 前 項 の 届 出 が あ っ た と き は 、 そ の 旨 を 公 示 す る 。 

 （ 支 援 業 務 諮 問 委 員 会 の 委 員 の 任 命 の 認 可 の 申 請 ） 

 第 三 十 二 条  支 援 機 関 は 、 法 第 百 十 三 条 第 三 項 の 認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 任 命 し よ う と す

る 者 の 氏 名 及 び 履 歴 を 記 載 し た 申 請 書 に 当 該 任 命 し よ う と す る 者 の 就 任 承 諾 書 を 添 え て 総 務 大

臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 （ 役 員 の 選 任 及 び 解 任 の 認 可 の 申 請 ） 

 第 三 十 三 条  支 援 機 関 は 、 法 第 百 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 七 条 第 一 項 の 認 可 を 受

け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

一 役 員 の 氏 名 

二 選 任 又 は 解 任 の 理 由 

三 選 任 の 場 合 に あ っ て は 、 そ の 者 の 経 歴 

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 選 任 の 認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 同 項 の 申 請 書 に 、 当 該 選 任 に 係

る 者 の 就 任 承 諾 書 を 添 え な け れ ば な ら な い 。 

 （ 支 援 業 務 規 程 の 記 載 事 項 ） 

 第 三 十 四 条  法 第 百 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 九 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 事 項

は 、 次 の と お り と す る 。 

一 支 援 業 務 を 行 う 時 間 及 び 休 日 に 関 す る 事 項 

二 支 援 業 務 を 行 う 事 務 所 に 関 す る 事 項 

三 支 援 業 務 の 実 施 の 方 法 に 関 す る 事 項 
四 交 付 金 の 額 及 び 負 担 金 の 額 の 算 定 方 法 に 関 す る 事 項 

五 交 付 金 の 交 付 及 び 負 担 金 の 徴 収 の 方 法 に 関 す る 事 項 

六 支 援 機 関 の 役 員 の 選 任 及 び 解 任 に 関 す る 事 項 

七 支 援 業 務 諮 問 委 員 会 の 委 員 の 任 免 に 関 す る 事 項 

八 支 援 業 務 に 関 す る 秘 密 の 保 持 に 関 す る 事 項 

九 支 援 業 務 に 関 す る 帳 簿 及 び 書 類 の 管 理 に 関 す る 事 項 

十 そ の 他 支 援 業 務 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 



 

 （ 支 援 業 務 規 程 の 認 可 の 申 請 ） 

 第 三 十 五 条  支 援 機 関 は 、 法 第 百 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 九 条 第 一 項 前 段 の 規 定

に よ る 認 可 を 受 け よ う と す る と き は 、 申 請 書 に 、 当 該 認 可 に 係 る 支 援 業 務 規 程 を 添 え て 、 総 務

大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２ 支 援 機 関 は 、 法 第 百 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 七 十 九 条 第 一 項 後 段 の 規 定 に よ る 認

可 を 受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  

一 変 更 し よ う と す る 事 項 

二 変 更 し よ う と す る 年 月 日 

三 変 更 の 理 由 

 （ 事 業 計 画 等 の 認 可 申 請 ） 

 第 三 十 六 条  法 第 百 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 八 十 条 第 一 項 前 段 の 規 定 に よ る 認 可 を 受

け よ う と す る と き は 、 申 請 書 に 当 該 認 可 に 係 る 事 業 計 画 書 及 び 収 支 予 算 書 を 添 え て 総 務 大 臣 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２ 支 援 機 関 は 、 法 第 百 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 八 十 条 第 一 項 後 段 の 規 定 に よ る 認 可

を 受 け よ う と す る と き は 、 変 更 し よ う と す る 事 項 及 び 変 更 の 理 由 を 記 載 し た 申 請 書 を 総 務 大 臣

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 （ 帳 簿 ）  

 第 三 十 七 条  法 第 百 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 八 十 一 条 の 総 務 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 次

の と お り と す る 。  

一 交 付 金 の 交 付 を 受 け る 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 名 称 

二 交 付 金 の 交 付 申 請 の 年 月 日 

三 交 付 金 の 額 

四 負 担 金 を 納 付 す べ き 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 の 名 称 

五 前 号 に 掲 げ る 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 ご と の 負 担 金 の 額 

六 第 四 号 に 掲 げ る 接 続 電 気 通 信 事 業 者 等 ご と の 負 担 金 の 納 付 の 年 月 日 

七 第 一 号 に 掲 げ る 適 格 電 気 通 信 事 業 者 ご と の 交 付 金 の 交 付 の 年 月 日 

２ 法 第 百 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 八 十 一 条 の 帳 簿 は 、 支 援 業 務 を 行 う 事 務 所 ご と に

備 え 付 け 、 記 載 又 は 記 録 の 日 か ら 五 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 支 援 業 務 の 休 廃 止 の 許 可 の 申 請 ） 

 第 三 十 八 条  支 援 機 関 は 、 法 第 百 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 八 十 三 条 第 一 項 の 許 可 を 受

け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 総 務 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。 

一 休 止 又 は 廃 止 し よ う と す る 支 援 業 務 の 範 囲 

二 休 止 又 は 廃 止 し よ う と す る 年 月 日 及 び 休 止 し よ う と す る 場 合 は そ の 期 間 

三 休 止 又 は 廃 止 の 理 由 



 

 （ 公 示 ）  

 第 三 十 九 条  法 第 百 十 六 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 法 第 八 十 三 条 第 二 項 、 第 八 十 四 条 第 三 項 並 び

に 第 九 十 条 第 一 項 及 び 第 三 項 の 公 示 は 、 官 報 で 告 示 す る こ と に よ っ て 行 う 。 

別表第１（第６条関係） 

［表略］ 

［注１～３ 略］ 

４ 接続料規則第11条（第３項ただし書及び第５項ただし書の規定を除く。）、第12条（第

５項の規定を除く。）及び第13条の規定は、３における施行規則第40条の３又は第40条の

５の規定により提出した第一号基礎的電気通信役務収支表に記載した営業費用の額に係る

原価を構成する他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の計算について準用する。こ

の場合において、次の表の左欄に掲げる接続料規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第11条第１項 一 般 法 定 機 能 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 提 供 す る 第 一 号

基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 係 る 第 一 種 交 付

金 及 び 第 一 種 負 担 金 算 定 等 規 則 第 十 二 条 第 二

項 に 規 定 す る 電 気 通 信 役 務( 卸 電 気 通 信 役 務 を

含 む 。 以 下 「 第 一 号 算 定 対 象 電 気 通 信 役 務 」

と い う 。) 

 一般法定機能 第一号算定対象電気通信役務 

第11条第２項 一 般 法 定 機 能 第 一 号 算 定 対 象 電 気 通 信 役 務  

 一般法定機能 第一号算定対象電気通信役務 

 ［略］ ［略］ 

［略］ 

第11条第５項 ［略］ ［略］ 

 一般法定機能の 第一号算定対象電気通信役務の 

 ［略］ ［略］ 

第12条第１項及 一 般 法 定 機 能 第 一 号 算 定 対 象 電 気 通 信 役 務  

び第13条第１項 一般法定機能 第一号算定対象電気通信役務 
 

別表第１（第６条関係） 

［表同左］ 

［注１～３ 同左］ 

４ ［同左］ 

 

 

 

 

 

第11条第１項 一 般 法 定 機 能 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 提 供 す る 第 一 号

基 礎 的 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 係 る 交 付 金 及 び

負 担 金 算 定 等 規 則 第 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る

電 気 通 信 役 務 ( 卸 電 気 通 信 役 務 を 含 む 。 以 下

「 算 定 対 象 電 気 通 信 役 務 」 と い う 。) 

 一般法定機能 算定対象電気通信役務 

第11条第２項 一 般 法 定 機 能 算 定 対 象 電 気 通 信 役 務  

 一般法定機能 算定対象電気通信役務 

 ［同左］ ［同左］ 

［同左］ 

第11条第５項 ［同左］ ［同左］ 

 一般法定機能の 算定対象電気通信役務の 

 ［同左］ ［同左］ 

第12条第１項及 一 般 法 定 機 能 算 定 対 象 電 気 通 信 役 務  

び第13条第１項 一般法定機能 算定対象電気通信役務 
 

［５・６ 略］ ［５・６ 同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



 

（ 聴 覚 障 害 者 等 に よ る 電 話 の 利 用 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 四 条  聴 覚 障 害 者 等 に よ る 電 話 の 利 用 の 円 滑 化 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 令 和 二 年 総 務 省 令 第

百 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄

に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。  

 



 

 

改  正  後 改  正  前 

（ 負 担 金 の 額 の 算 定 方 法 等 ） （ 負 担 金 の 額 の 算 定 方 法 等 ） 

第 二 十 八 条  ［ 略 ］ 

［ ２ ・ ３ 略 ］ 

４ 総 務 大 臣 は 、 電 話 リ レ ー サ ー ビ ス 支 援 機 関 か ら 要 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 電 気 通 信 事 業 者

か ら 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 （ 昭 和 六 十 三 年 郵 政 省 令 第 四 十 六 号 。 次 項 に お い て 「 報 告 規 則 」 と

い う 。 ） 第 九 条 （ 第 一 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に 基 づ く 電 気 通 信 番 号 の 数 の 報 告 を 受 け

た と き は 、 負 担 金 を 納 付 す べ き 特 定 電 話 提 供 事 業 者 ご と の 電 気 通 信 番 号 の 数 を 電 話 リ レ ー サ ー

ビ ス 支 援 機 関 に 通 知 す る も の と す る 。 た だ し 、 当 該 報 告 が な い 場 合 に あ っ て は 、 直 近 に お い て

報 告 さ れ た 電 気 通 信 番 号 の 数 を 通 知 す る こ と が で き る も の と す る 。  

５ 前 項 の 通 知 に お い て 、 法 第 二 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 認 可 を 受 け た 年 度 開 始 の 日 か ら 最 終

算 定 月 ま で の 間 に 前 項 の 特 定 電 話 提 供 事 業 者 が 分 割 又 は 譲 渡 し に よ り 電 気 通 信 事 業 の 一 部 を 報

告 規 則 第 九 条 第 一 号 に 規 定 す る 一 部 承 継 事 業 者 等 に 承 継 さ せ た 場 合 又 は 譲 り 渡 し た 場 合 に あ っ

て は 、 当 該 一 部 承 継 事 業 者 等 が 承 継 し た 電 気 通 信 事 業 又 は 譲 り 受 け た 電 気 通 信 事 業 に 係 る 電 気

通 信 番 号 の 数 （ 複 数 の 特 定 電 話 提 供 事 業 者 か ら 承 継 し た 電 気 通 信 事 業 又 は 譲 り 受 け た 電 気 通 信

事 業 に 係 る 別 表 に 掲 げ る 電 気 通 信 番 号 の 種 別 が 同 一 の も の で あ る 場 合 に あ っ て は 、 各 特 定 電 話

提 供 事 業 者 の 直 近 に お い て 報 告 さ れ た 電 気 通 信 番 号 の 数 の 割 合 で 案 分 し た 数 （ 小 数 点 以 下 一 位

未 満 を 四 捨 五 入 し て 得 た 数 ） ） を 当 該 分 割 又 は 譲 渡 し を し た 特 定 電 話 提 供 事 業 者 の 電 気 通 信 番

号 の 数 に 含 め る も の と す る 。 

第 二 十 八 条 ［ 同 上 ］ 

［ ２ ・ ３ 同 上 ］ 

４ 総 務 大 臣 は 、 電 話 リ レ ー サ ー ビ ス 支 援 機 関 か ら 要 請 が あ っ た 場 合 に お い て 、 電 気 通 信 事 業 者

か ら 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 （ 昭 和 六 十 三 年 郵 政 省 令 第 四 十 六 号 。 次 項 に お い て 「 報 告 規 則 」 と

い う 。 ） 第 九 条 の 規 定 に 基 づ く 電 気 通 信 番 号 の 数 の 報 告 を 受 け た と き は 、 負 担 金 を 納 付 す べ き

特 定 電 話 提 供 事 業 者 ご と の 電 気 通 信 番 号 の 数 を 電 話 リ レ ー サ ー ビ ス 支 援 機 関 に 通 知 す る も の と

す る 。 た だ し 、 当 該 報 告 が な い 場 合 に あ っ て は 、 直 近 に お い て 報 告 さ れ た 電 気 通 信 番 号 の 数 を

通 知 す る こ と が で き る も の と す る 。  

５ 前 項 の 通 知 に お い て 、 法 第 二 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 認 可 を 受 け た 年 度 開 始 の 日 か ら 最 終

算 定 月 ま で の 間 に 前 項 の 特 定 電 話 提 供 事 業 者 が 分 割 又 は 譲 渡 し に よ り 電 気 通 信 事 業 の 一 部 を 報

告 規 則 第 九 条 に 規 定 す る 一 部 承 継 事 業 者 等 に 承 継 さ せ た 場 合 又 は 譲 り 渡 し た 場 合 に あ っ て は 、

当 該 一 部 承 継 事 業 者 等 が 承 継 し た 電 気 通 信 事 業 又 は 譲 り 受 け た 電 気 通 信 事 業 に 係 る 電 気 通 信 番

号 の 数 （ 複 数 の 特 定 電 話 提 供 事 業 者 か ら 承 継 し た 電 気 通 信 事 業 又 は 譲 り 受 け た 電 気 通 信 事 業 に

係 る 別 表 に 掲 げ る 電 気 通 信 番 号 の 種 別 が 同 一 の も の で あ る 場 合 に あ っ て は 、 各 特 定 電 話 提 供 事

業 者 の 直 近 に お い て 報 告 さ れ た 電 気 通 信 番 号 の 数 の 割 合 で 案 分 し た 数 （ 小 数 点 以 下 一 位 未 満 を

四 捨 五 入 し て 得 た 数 ） ） を 当 該 分 割 又 は 譲 渡 し を し た 特 定 電 話 提 供 事 業 者 の 電 気 通 信 番 号 の 数

に 含 め る も の と す る 。  

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



 

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

第 一 条  こ の 省 令 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

第 二 条  こ の 省 令 の 施 行 の 日 前 に 提 出 し 、 及 び 公 表 し た こ の 省 令 に よ る 改 正 前 の 電 気 通 信 事 業

法 施 行 規 則 （ 以 下 「 旧 施 行 規 則 」 と い う 。 ） 第 四 十 条 の 四 の 五 第 一 項 第 五 号 ロ 及 び 第 四 十 条

の 四 の 六 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 様 式 第 三 十 八 の 二 の 四 に よ る 書 類 （ 特 別 支 援 区 域 整 備 ・ 役 務

提 供 計 画 書 ） は 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 以 下 「 新 施 行 規 則 」 と

い う 。 ） 様 式 第 三 十 八 の 二 の 四 に よ る 書 類 と み な す 。  

第 三 条  旧 施 行 規 則 第 四 十 条 の 七 に 規 定 す る 種 別 に 対 す る 電 気 通 信 事 業 法 第 百 八 条 第 一 項 の 第

一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 指 定 は 、 当 該 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 が 、 新 施 行 規 則 第 四 十 条

の 七 に 規 定 す る 種 別 に 対 す る 同 項 の 第 一 種 適 格 電 気 通 信 事 業 者 の 指 定 を 受 け る ま で の 間 は 、

な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

（ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措 置 ）  

第 四 条  こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 （ 以 下 「 新 報 告 規 則 」 と い う 。 ） 第 九

条 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 は 、 令 和 七 年 四 月 、 五 月 及 び 七 月 か ら 十 二 月 ま で の



 

各 月 末 の 回 線 数 等 （ 同 条 に 規 定 す る 回 線 数 等 を い う 。 ） の 状 況 に つ い て は 、 適 用 し な い 。  

２  新 報 告 規 則 第 九 条 （ 第 二 号 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ る 令 和 七 年 六 月 及 び 令 和 八 年

一 月 か ら 令 和 九 年 三 月 ま で の 各 月 末 の 回 線 数 等 の 状 況 に 係 る 報 告 に 当 た っ て の 様 式 第 三 十 一

の 五 の 注 ４ の 適 用 に つ い て は 、 同 注 ４ 中 「 自らが提供する他の高速度データ伝送電気通信役

務の利用に係る契約を条件として当該契約をした者に提供する公衆無線ＬＡＮアクセスサー

ビスの回線数を自らの回線数に含めないこと。 」 と あ る の は 、 「 自らが提供する他の高速度

データ伝送電気通信役務の利用に係る契約を条件として当該契約をした者に提供する公衆無

線ＬＡＮアクセスサービス、自らが提供する他の高速度データ伝送電気通信役務の利用に係

る契約をしている者に対して別途の契約により提供する公衆無線ＬＡＮアクセスサービス

（料金を要しないものに限る。）及び他の電気通信事業者が提供する他の高速度データ伝送

電気通信役務の利用に係る契約を条件として当該契約をした者に対して別途の契約により自

らが提供する公衆無線ＬＡＮアクセスサービス（料金を要しないものに限る。）の回線数を

自らの回線数に含めないこと。 」 と す る 。  

 

 


